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１．国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の
抜本的見直し


◆ 日本版ＩＳＡの恒久化等


◆ 金融所得課税の一体化


（金融商品に係る損益通算範囲の拡大、公社債等に対する課税方式の変更）


２．中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の
企業再生支援


◆ 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充


◆ 合理的な再生計画に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置


３．上記以外で日本再生戦略等に盛り込まれた事項等


◆ 日本版レベニュー債の対象の全国拡大


◆ 教育資金を通じた世代間の資産移転の促進（文部科学省要望に合わせて共同要望）


◆ 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実 等


平成25年度税制改正要望における


主な具体的要望項目


平成25年度税制改正要望における


主な具体的要望項目
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◆日本版ISA（少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）の恒久化等


１．国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の抜本的見直し（１）


【要望事項】


○ 投資可能期間を（平成26年からの３年間だけでなく）恒久化すること
※ 恒久化の結果、非課税投資総額が拡大することとなる（現行300万円⇒1,000万円）が、富裕層を過度に優遇する結果とならな


いよう、非課税維持期間（現行10年間）の見直し等を通じ、500万円以上とすることを想定。


○ 対象商品を拡大し、公社債・公社債投信への投資を可能とすること


○ 毎年新たな口座の開設を不要とする（原則一口座とする）こと


● ただし、平成23年度税制改正大綱等に則り、経済金融情勢が急変した場合には、軽減税率の延


長を行うこと


（参考） 平成23年度税制改正大綱（抄）


現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10％軽減税率は、 （中略） 平成26 年１月から20％本則税率とします。 （中略 ）


これらの措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとします。


【現状及び問題点】


○ 約1,500 兆円ある我が国家計金融資産について、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、家


計からの成長マネーの供給拡大を図るため、日本版ＩＳＡの活用に期待。


○ ただし、現在導入が予定されている制度は、平成26年からの３年間に行われる投資だけを対象とす


る時限措置となっている（100万円×３年間）。


⇒ 幅広い家計に国内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会を提供する観点から


日本版ＩＳＡの拡充・簡素化を進める必要。特に、老後の備えや教育資金など国民の自助努力（資産


形成）を本格的に支援するためには、恒久化等が望ましい。
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１．非課税対象 ：上場株式・公募株式投信の配当・譲渡益


２．非課税投資額 ：毎年、新規投資額で100万円を上限


３．非課税投資総額 ：300万円（100万円×３年間）


４．非課税維持期間 ：最長10年間


５．途中売却 ：自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可）


６．口座開設数 ：年間１人１口座（毎年新たな口座を開設）


７．導入時期 ：平成26年（20％本則税率化にあわせて導入）


【現行スキームの概要】


※　年間一人一口座。口座開設年に限り１００万円を限度に投資可能
※　非課税期間は、口座を開設した年から最長１０年間


（参考）日本版ＩＳＡ（平成26年に導入予定の現行スキーム）


26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年


平成26年


平成27年


平成28年


26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年


平成26年


平成27年


平成28年


１０年間


１０年間


１０年間


大３口座


３００万円まで


累積投資可能


※ＩＳＡ：Individual Savings Accounts
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26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 ･･･ 平成○年


平成26年 100万投資 100万


平成27年 100万投資 100万


平成28年 100万投資 100万


平成29年 100万投資 100万


平成30年 100万投資 100万


平成31年 100万投資 100万


平成32年 100万投資 100万


平成33年 100万投資 100万


平成34年 100万投資 100万


平成35年 100万投資 100万


平成36年 100万投資 100万


平成37年 100万投資 100万


平成38年 100万投資 100万


平成39年 100万投資 100万


平成40年 100万投資 100万


平成41年 100万投資 100万


平成42年 100万投資


平成43年 100万投資


平成44年 100万投資


平成45年 100万投資


･･･


平成○年


（参考）日本版ＩＳＡの恒久化のイメージ


非課税


（ISA口座内で保有）


※ 大５年間は、配当・譲渡益が非課税。


※ ５年経過後は、特定口座等で保有し続ける
か、ISAの新たな枠を活用して非課税保有。


特定口座／一般口座で保有


（課税）


資
産
形
成
総
額


ある年における「非課税投資総額」は、


大で500万円（年間100万円×５年）
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［金融戦略］


【2020年までの目標】


日本版ISAの投資総額25兆円


（重点施策：国民金融資産の形成支援を通じた成長マネーの供給拡大）


我が国家計が保有する金融資産の教育資金としての活用や不動産の有効活用の観点から、高齢世代か


ら若年世代への資産移転等を促す方策について検討すると同時に、確定拠出年金の拠出規模の拡大、分


散投資の促進等による普及・拡充や国内外の資産への長期・分散投資による資産形成の機会を幅広い家


計に提供する観点から日本版ISA について所要の検討を行い、自助努力に基づく資産形成を支援・促進


し、家計からの成長マネーの供給拡大を図る。（以下略）


（参考）｢成長ファイナンス推進会議 とりまとめ｣(平成24年７月９日)抜粋


２．成長マネーの供給拡大策


１．国民金融資産の形成支援を通じた成長マネーの供給拡大


約1,500 兆円ある我が国家計金融資産について、高齢世代から若年世代への移転を促すと同時に、確


定拠出年金の普及・拡充や日本版ISA の所要の検討により、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、


家計からの成長マネーの供給拡大を図ることが重要である。


（中略）


（２）日本版ISA の所要の検討


・ 日本版ISA（導入から3 年間で毎年100 万円までの上場株式、投信投資に係る非課税措置）について


は平成23 年度税制改正大綱において、上場株式等の配当・譲渡所得等の20％本則税率化に併せて、


経済金融情勢が急変しない限り、2014 年１月に導入することとされている。今後、幅広い家計に国


内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会を提供する観点から、諸外国の例も参考と


しつつ所要の検討を進める（2012 年度中）。 （金融庁）


（参考）「日本再生戦略」（平成24年７月31日 閣議決定）抜粋
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（参考）家計金融資産の国際比較


（注） 日本は「家計」をベースとした値。ドイツ、米国、イギリス、フランスは「家計」＋「民間非営利団体」をベースとした数値。


（出典） 日本：日本銀行「資金循環統計」、ドイツ：Deutsche Bundesbank "Financial Accounts for Germany"、米国：Federal Reserve Board "Flow of Funds Accounts"、


イギリス：Office for National Statistics "United Kingdom Economic Accounts"、フランス：Banque de France "Quarterly financial accounts France"


日本（2012年３月末（速報））


現金・預金
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現金・預金
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上場株式


3.5% 
投信


3.1% 


非上場株式等


6.5% 
出資金


0.03% 


年金・保険


53.1% 


その他


3.5% 


現金・預金


30.4% 


債券


1.5% 


上場株式


3.2% 
投信


6.9% 


非上場株式等


8.1% 
出資金


4.8%


年金・保険


37.7% 


その他


7.4% 


現金・預金


40.9% 


債券


5.2% 
株式


4.7% 


投信


8.4% 


出資金


4.3% 


年金・保険


35.7% 


その他


0.8% 


現金・預金


55.2%


債券


2.3%


上場株式


4.1%


投信


4.0%


出資金


2.4%


年金・保険


27.9%


その他


4.2%


（合計4.3兆ポンド） （合計4.0兆ユーロ）


（合計約1,500兆円）


（合計4.7兆ユーロ） （合計52.5兆ドル）


イギリス（2011年12月末） フランス（2011年12月末）


ドイツ（2011年12月末） 米国（2012年３月末）
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（参考）日本の家計金融資産の構成比の推移
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（出典）日本銀行「資金循環統計」


リスク性資産







（参考）我が国の投資主体別株式保有比率
の推移（金額ベース）


○ 金融機関、事業法人の株式保有比率が
低下する中、外国人の保有比率が上昇


（参考）我が国の投資主体別株式売買
比率の推移（委託売買代金）


○ 株式売買比率（委託売買代金）の約７割を
外国人が占める一方、個人の割合が低下


（出典）東京証券取引所 「平成23年度株式分布状況調査」 （出典）東京証券取引所 「投資部門別売買状況」


（注）・「金融機関」は「生保・損保」「都銀・地銀等」「信託銀行」の合計。


・調査対象は、資本金30億円以上の取引参加者で、三市場（東京・大阪・名古屋）の集計値。


（注）・「金融機関」は「生保・損保」「都銀・地銀等」「信託銀行」「その他の金融機関」の合計。ただし、


昭和53年度以前については、年金信託を含む。


・ 調査対象は、五市場（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌）に上場 している内国上場会社のうち、


各年度中に到来した 終決算期末日現在の上場普通株式の集計値。


8


0


10


20


30


40


50


60


70


H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24


（％）


外国人


個　人


その他


金融機関


事業法人


投資信託


66.4%


21.8%


2.3%


0.8%


5.8%


3.0%


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22


（％）


個人


外国人


投資信託
年金信託


事業法人等


金融機関


26.3%


21.9%


21.6%


20.4%


4.5%


3.0%







39.3%


29.8%


15.9%


10.9%


0%


10%


20%


30%


40%


S5
3


S5
6


S5
9


S6
2


H
2


H
5


H
8


H
11


H
14


H
17


H
20


H
23


階層Ⅰ 300万円未満　


階層Ⅱ 300万円～500万円未満


階層Ⅲ 500万円～1000万円未満（S53
年～H２年は500万円～700万円未満）


階層Ⅳ 1000万円以上(S53年～H２年
は700万円以上）


3.2%


22.2%


28.6%


0%


10%


20%


30%


40%


S3
8


S4
1


S4
4


S4
7


S5
0


S5
3


S5
6


S5
9


S6
2 H2 H5 H8


H11 H14 H17 H20 H23


金融資産ゼロ世帯


99


金融資産ゼロ世帯の推移


（出典）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」（二人以上世帯調査）
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収入階層別の金融資産ゼロ世帯比率


生活設計策定の意向


（注１）金融資産とは、預貯金、信託、保険、有価証券等。ただし、事業性預貯金、給与振込
や振替等で一時的にしか口座にとどまらない預貯金等は除く。


（注２）例年夏（ボーナス後）に調査を行っているが、平成23年は震災を勘案し、秋（ボーナス
前）に実施


（参考）金融資産ゼロ世帯問題







（注） 各計数は、毎年同額を投資した場合の各年末時点での累積リターン。


株式は、各国の代表的な株価指数を基に、市場規模等に応じ各国のウェイトをかけたもの。


債券は、各国の国債を基に、市場規模等に応じ各国のウェイトをかけたもの。


A   1.9%


［年平均 0.1%］
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E  11.1%


［年平均 0.6%］


D  13.5%


［年平均 0.8%］


B ▲7.6%


［年平均▲0.4%］


（参考）グローバルな分散投資の意義
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個人貯蓄口座(注)


（ＩＳＡ：


Individual 
Savings 


Accounts）


1999年～


（当初2009年ま
での10年間の
予定で導入後、
2007年改正で


恒久化）


期 間


預金、株式・
債券、生命
保険


対 象


利子、配当、


キャピタル


ゲイン


非課税


対象


￡11,280
（約147万円）


うち、預金型は
￡5,640
(約73万円)


年間拠出


限度額


なし


残高


限度額


￡3,848億


（約50.0兆円）


〔11年４月〕


2,390万人


〔09年度〕


運用残高及び


口座開設者数


（注） ・ 英国のＩＳＡには株式型と預金型がある。
・ 為替レートは、￡１＝130円で換算。


株式型ＩＳＡの投資残高の推移


（速報値）
（注） 2009年度以降の値は、ＰＥＰ（Ｐersonal Ｅquity Ｐlan：個人持株計画）の投資残高を合算している。


※ ＰＥＰは、株式・株式投資信託の売却益・配当を非課税とする投資優遇制度。 1987年に導入され、1999年のＩＳＡ導入に併せて、新規申込みを停止し、2008年に株式型ＩＳＡに統合。


（出所） 英国歳入関税庁ホームページ


（参考）英国におけるISAの概要


［25.1兆円］
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インカムゲイン キャピタルゲイン／ロス


上場株式・公募株式投信 申告分離（配当所得） 申告分離（譲渡所得）


債券・公社債投信 源泉分離（利子所得） 非課税


預貯金 源泉分離（利子所得） ―


デリバティブ取引 申告分離（雑所得）


金融商品に係る課税方式（現状）


【現状及び問題点】


○ 金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されている。


○ 債券等と上場株式等とで課税方式に差異。


⇒ 投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況。


【要望事項】 金融商品に係る損益通算範囲の拡大及び公社債等に対する課税方式を
変更すること


現状、損益通算が認められている範囲


◆金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大・公社債等に対する課税方式の変更）


【平成24年度税制改正大綱（抜粋）】


金融証券税制については、投資リスクの軽減等を通じて一般の投資家が一層投資しやすい環境を整え
るため、平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率が20％本則税率となることを踏まえ、その
前提の下、平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡
大を検討します。


１．国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の抜本的見直し（２）
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H25H25年年44月月 H27H27年年44月月 H28H28年年11月月


損益通算に係る損益通算に係る
法律・政省令の公布法律・政省令の公布


日本版日本版ISAISA導入時期と損益通算のシステム開発期間について導入時期と損益通算のシステム開発期間について


システムシステム
開発期間開発期間


（少なくとも２年）（少なくとも２年）


損益通算の施行損益通算の施行システムシステム
開発完了開発完了 （（※※）個人の申告は暦年となって）個人の申告は暦年となって


いるため、開発完了の翌年いるため、開発完了の翌年
11月月11日からの施行。日からの施行。


○債券の損益通算に係るシステム対応 ⇒ 立法化から少なくとも２年は必要


○軽減税率（10％） ⇒ 26年１月から20％、併せて日本版ISAの導入


H26H26年年11月月
1010％％ 2020％％


13


日本版日本版ISAISA導入導入
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日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス


損
益
通
算
の
範
囲 上場株式等の無価値化損失は、


株式等の譲渡所得の範囲内で
損益通算可能


預金のペイオフ損失・債券のデ
フォルト損失は、家事費とみな
され他の所得との損益通算不
可


譲渡損失と通常所得との損益
通算は、年間3,000ドルを上限


に損益通算が可能


預金のペイオフ損失・債券のデ
フォルト損失は、他の所得との
損益通算不可


繰
越
控
除


上場株式等、先物取引等の損
失については、それぞれの範
囲内で3年間繰越可能


譲渡所得の損失については無
期限の繰越可能


譲渡所得（株式・土地等）の範
囲内で無期限に繰越可能


金融所得の範囲内で無期限の
繰越可能


譲渡所得（有価証券等）の範囲
内で10年間の繰越可能


上場株式等の配当・譲渡所
得


上場株式の損失
公募株投の損失


譲渡所得
株式の損失（無価値化損失
を含む）
投信の損失
債券の損失（デフォルト損
失を含む）
土地等の損失
デリバティブの損失


通常所得（注1）


預金のペイオフ損失
為替差損


譲渡所得（株式・土地等）
株式の損失（無価値化損失
を含む）
投信の損失
土地等の損失
デリバティブの損失
為替差損


金融所得（注2）


株式の損失（無価値化損
失を含む）（注3）


投信の損失
債券の損失（デフォルト損
失を含む）
デリバティブの損失
預金のペイオフ損失
為替差損


譲渡所得（有価証券等）（注4）


株式の損失（無価値化損失
を含む。）
投信の損失
債券の損失（デフォルト損失
を含む）


先物取引等の雑所得
有価証券先物取引の損失
FX取引の損失


商品先物の損失


（注１） 通常所得は、給与、事業、利子、配当、雑所得。
（注２） 金融所得は、利子所得、配当所得、株式譲渡所得、デリバティブ等に係る譲渡所得等を含む。


（注３） 株式の譲渡損は、（税収確保のため）株式の譲渡所得とのみ損益通算が可能。
（注４） デリバティブの損失、預金のペイオフ損失、為替差損の取扱いについては明確に定める規定がないため、事象ごと個別に判断する必要がある。


（参考）個人投資家に係る金融商品間の損益通算範囲の国際比較
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（参考）個人投資家の株式投資等に係る税制一般の国際比較


日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス


     （分離課税）(注2)


※2013年末までの時限措置
(2014年以降は20%)


長期：          (注3)


(税率 10,15,25,28,33,35％)
  2012年末までの時限措置(注4)


短期：　　　    (注3)


 
　


土地等の譲渡益と合わせて
10,600ポンドが


     （分離課税）(注6）


但し、一定額以下(注7)は


　


一定の場合は
総合課税（0-45％）を選択可能
　　　　　　　　　　　　(注8)


 長期：　　　（注9)
 
 
 
 


       短期：　　(分離課税)
                       (注9)


　　　（申告不要）
（源泉徴収：あり）


※2013年末までの時限措置
（2014年以降は20％）


又は、以下のいずれかを選択


①5％～40％＋住民税＋配当控除
(総合課税)


② 　　 （分離課税）


［但し、大口株主の場合は総合課税］


　　　　　　　　　　　　　 　(注2)


　　　　 　 (注3)


(税率 10,15,25,28,33,35％)
2012年末までの時限措置(注4）


（総合課税）


   　　（分離課税）(注6)


但し、一定額以下(注7)は


　


　


一定の場合は
総合課税（0-45％）を選択可能
　　　　　　　　　　　　(注8)


　


　　（源泉分離課税）(注9)
又は


受取配当の60%を
課税所得に算入のうえ


　　　    (注9)


(総合課税)


法
人
税
と
の


二
重
課
税
へ
の


調
整
措
置


（


注
1
）


配当所得税額控除方式
（総合課税選択時）


調整措置なし
部分的


インピュテーション方式（注5）


調整措置なし
(但し、事業所得については、受取配当


の60％を課税所得に算入)


配当所得一部控除方式
（総合課税選択時）


（受取配当の60％を株主の
課税所得に算入）


(源泉分離課税)


　　　　　 (注3)


(総合課税) (総合課税)


 　   （分離課税）（注6）


但し、一定額以下(注7)は


一定の場合は
総合課税（0-45％）を選択可能
　　　　　　　　　　　(注8）


　　（源泉分離課税）(注9)
又は


　　　     (注9)


(総合課税)


(注 5) イギリスにおける部分的インピュテーション方式とは、受取配当にその1/9を加えた額を課税所得に算入し、算出税額から受取配当額の1/9を控除する方法。


(注 7) 一定額以下とは、年間配当・利子・譲渡益をあわせて801ユーロ以下。
(注 8) 適用される累進税率が25%以下の場合、総合課税選択可能。
(注 9) フランスは他に社会保障関連税(13.5％)が課税。


(注 1）配当の二重課税問題は、法人の受取配当においても発生。
(注 2）日本は、上場株式等についてのもの。
(注 3）アメリカは他に地方税が課税。
(注 4) 本税率は2012年までの時限的な税率となっており、2013年以降については譲渡益課税（長期）には原則として10％又は20％の税率及び配当課税については総合課税が適用。


(注 6) ドイツは他に連帯付加税(税額の5.5%)が課税される。法人税率を引き下げたうえ（25％→15％＋地方税）、金融所得の一元課税を導入。
      また、法人においては、EBITDA（利子、税金、償却前利益）の30％を超過する支払利子について損金算入制限を措置。


株
式
等


譲
渡
益
課
税


配
当
課
税


利
子
課
税


25％


19％


非課税


25％


非課税


10～35％


0％、15％


非課税


18％、28％


10％、32.5％、42.5％


10％、20％、40％、50％


21％


24％


0～41％


25％0％、15％


0～41％非課税


非課税


10～35％20％


(12ヶ月超保有） (8年超保有）


10％


10％


10％
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◆企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充①


２．中小企業金融円滑化法の 終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（１）


≪企業再生税制適用の要件≫≪企業再生税制適用の要件≫


● 公表された債務処理の準則(支
援協等の準則）に従って計画が


策定されていること


● ２以上の金融機関による債権


放棄が行われていること（ただし、


政府関係金融機関、企業再生


支援機構又はＲＣＣが有する債


権につき債務免除等をする場合


は２以上である必要はない）


○「企業再生税制」の概要


負債の減少


債
務
免
除


債
務
免
除
益


税務上益金となる


青色欠損金


税務上損金にできる


相殺


課税が生じない


翌期以降の課税
所得と相殺可能


期限切れ
欠損金


借り手の課税において、


【要望事項①】 合理的な再生計画に基づく債権放棄について、「企業再生税制」の適用が認められる
要件を拡大すること


※ また、東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構が単独債権放棄を行う場合への企業再生税制の適用につ


いても別途要望。


※青色欠損金･･･通常所得と相殺可能な７年分（９年分）の繰越欠損金
期限切れ欠損金･･･通常所得との相殺期限（７年間（9年間））が切れた欠損金


【現状及び問題点】


○ 再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、再生企業の「債務免除益」に対する課税


が再生を妨げることのないよう「企業再生税制」が措置されているところ。


○ しかし、同措置の適用は、「２以上の金融機関による債権放棄が行われている」場合等に限定。


○ このため、例えば、金融機関から債権を取得した再生ファンド等が債権放棄を行う場合など、合理的


な再生計画に基づく債権放棄であっても同措置の適用が受けられないケースも少なくない。


評価損


②期限切れ欠
損金の優先利


用が可能


①評価損の
損金算入が


可能
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◆企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充②


【要望事項②】


「企業再生税制」の適用場面において、少額資産についても資産評価が行われている場
合には、評価損の計上を認めること


運送業におけるトラック（例）


1台あたりの評価損が80万円（＜100万円）で
あると、50台あれば4,000万円が損金計上不可


２．中小企業金融円滑化法の 終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（２）


【現状及び問題点】


○ 現状、企業再生税制が適用される場合であっても、評価損の金額が少額（1,000万円未


満（有利子負債10億円未満の企業は100万円未満））の資産については、評価損の損金


算入が認められていない。


○ 他方、近年、実抜計画策定の必要性の高まり等を背景に、少額資産も含めて広く資産


評価を実施する事例が増加。


○ 資産評価の結果、評価損があるにも関わらず、損金算入が認められないために、債務


免除益が課税されるおそれ。
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２．中小企業金融円滑化法の 終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（３）


◆「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置


【現状及び問題点】


○ 経営者が保証債務の履行として金融機関に対して直接行う私財提供については、譲渡益が非課税。


○ しかし、経営者が「合理的な再生計画」（注）に基づき、再生企業に対して私財提供を行った場合には、


譲渡益が課税（無償等で再生企業に提供した場合でも、みなし譲渡益が課税）。


○再生企業に対して私財提供


②私財を現物で提供（無償等）


再生企業


金融機関


経営者


再生企業


金融機関


債権


私財を現物で提供
（無償等）


債権


私財の譲渡


経営者


金銭を提供


譲渡益課税
みなし譲渡益課税


第三者


【要望事項】


「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が私財提供を行う
場合の資産譲渡についても、譲渡益を非課税とすること


（注）一般に公表された債務処理を行うための手続きについての（中小企業再生支援協議会等の）準則に則り作成された計画を言う。


○金融機関に直接私財提供


再生企業


金融機関


債権 保証履行として
金融機関に私財
提供


経営者


譲渡益非課税


①私財を第三者に譲渡し、金銭を提供







３．上記以外で日本再生戦略等に盛り込まれた事項等（１）


◆日本版レベニュー債の対象の全国拡大


【日本再生戦略 工程表（抜粋）】


レベニュー債の活用促進策の検討


【成長ファイナンス推進会議 中間報告（抜粋） 】


民間資金を活用した地方自治体による財源調達手段の多様化のため、全国自治体における発行ニーズや地
方財政上の位置づけも踏まえつつ、全国自治体の公社等によるレベニュー債の活用のあり方について検討を進
め、その結果をとりまとめに反映させる。


◆教育資金を通じた世代間の資産移転の促進（文部科学省要望に合わせて共同要望）


【日本再生戦略（抜粋）】


我が国家計が保有する金融資産の教育資金としての活用や不動産の有効活用の観点から、高齢世代から若
年世代への資産移転等を促す方策について検討する


【成長ファイナンス推進会議 とりまとめ（抜粋）】


高齢者が保有する金融資産を教育資金として有効活用できるよう、資産移転等にインセンティブを付与する方
策について検討する。その際、諸外国の制度等を参考にしたスキームも含めて検討する（2012 年度中）。
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◆投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し


【日本再生戦略（抜粋）】


J リート市場の活性化や不動産証券化手法の拡充のための制度整備等を通じた不動産投資市場の活性化に
より、資産デフレからの脱却を図る。


【成長ファイナンス推進会議 とりまとめ（抜粋）】


J リートの資金調達手段の多様化等について2013 年の通常国会に関連法改正案を提出する。加えて、物件の
買換えを促進する施策について検討する（2012 年度中）。
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３．上記以外で日本再生戦略等に盛り込まれた事項等（２）


◆火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実


【現状及び問題点】


○ 損害保険会社では､東日本大震災､大型台風､タイ洪水と相次いで多額の異常危険準備金を取崩し。


⇒ 巨大災害に対しても確実に保険金を支払う観点から、異常危険準備金制度の拡充等が不可欠。


【要望事項】


○ 過去 低水準まで減少した積立残高を早急に回復させる必要


⇒ 積立率 ：正味収入保険料×５％（現行４％、租特３年延長） ※平成24年度末で措置期限切れ（本則２％）


○ 増大傾向にある巨大災害に備えるため積立残高を厚くする必要


⇒ 洗替保証率 ：正味収入保険料×40％（現行30%） ※本則積立率適用残高率も同様


◆投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置


【日本再生戦略（抜粋）】


J リート市場の活性化や不動産証券化手法の拡充のための制度整備等を通じた不動産投資市場の活性化に
より、資産デフレからの脱却を図る。


【日本再生戦略 工程表（抜粋）】


投資信託・投資法人法制の見直し、関連法改正案提出


【成長ファイナンス推進会議 中間報告（抜粋）】


今後は、J-REIT 市場の活性化のため、J-REIT の資金調達手段の多様化等による財務基盤の安定性向上や
運営・取引の透明性確保に向けて検討を進め、次期通常国会に所要の法案を提出する。


【成長ファイナンス推進会議 とりまとめ 工程表（抜粋）】


投資信託・投資法人法制の見直し、関連法改正案提出
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◇ 海外投資家に対する振替社債利子非課税制度の恒久化


◇ 破綻金融機関・保険会社等から協定銀行が不動産を取得した場合における不動産


取得税の非課税措置の延長


◇ 特定目的会社、投資法人等の不動産取得等に係る登録免許税・不動産取得税の軽


減措置の延長（国土交通省要望に合わせて共同要望）


◇ 土地所有権の信託登記に係る登録免許税の軽減措置の延長


（国土交通省要望に合わせて共同要望）


◆ 特定口座の利便性向上等に向けた措置


◆ 上場会社の組織再編等における個人株主の課税方法の簡素化等


◆ 国外財産調書制度の見直し


◆ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度の見直し（電子債権記録機関の取引停止


処分に係る改正を含む）


［その他の要望事項（１）］ ◇は日切れ関連
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◆ 国際課税原則の見直し（総合主義から帰属主義への変更）


◆ 自動発注サーバに係る非課税措置の創設


◆ 租税条約に関する届出書に係る手続きの簡素化


◆ 死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ


◆ 保険会社に係る収入金額による外形標準課税方式の維持


◆ 金融商品取引所の「取引参加者」の範囲の見直しに伴う所要の措置


◆ 課徴金制度改正を受けた課徴金の現行損金不算入規定の維持


◆ 東日本大震災事業者再生支援機構・産業復興機構主導の事業再生に対する企業


再生税制の適用（復興庁及び経済産業省要望に合わせて共同要望）


◆ 特別障害者扶養信託に係る税制措置の拡充（厚生労働省要望に合わせて共同要望）


◆ 不動産特定共同事業法に基づく特例事業者に係る登録免許税及び不動産取得税


の軽減措置の導入（国土交通省要望に合わせて共同要望）


［その他の要望事項（２）］








平成２５年度 税制改正要望


平成２４年１０月２３日
復興副大臣 黄川田徹
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１．福島関係


①避難解除区域に係る特例措置の避難指示解除準備区域への拡大


現
行
制
度


対象地域


避難
解除区域


背
景


現行制度は、東日本大震災の
発生直後に設定された「警戒
区域」「計画的避難区域」の概


念を前提として、全ての避
難指示が解除された
「避難解除区域」のみ
に特例措置を適用


平成24年４月以降、段階的に警


戒区域等の見直しが行われ、
「避難指示解除準備区域」等の
新たな概念を導入


「避難指示解除準備区域」
○年間積算線量が20ミリシーベルト以下と


なることが確実で、当面避難指示は継続さ
れるが、除染やインフラ復旧等を迅速に行
い、１日も早い帰還を目指す地域


○主要道路における通過交通や住民の宿
泊を伴わない一時帰宅、製造業等の事業
再開等を柔軟に認める
→平成24年７月末時点で、約20の事業所
が事業再開


改
正
内
容


避難解除区域に適用されている
特例措置について、


「避難指示解除準備区域」等にも適用


目
的


避難指示の解除に向けて、
同域内に事業所を有していた
既存事業者の帰還を支援


特例措置


機械、建物等事業用設備に
係る特別償却等


（例）機械装置→即時償却または15％税額控除を選択
（法人税額の20％を限度。４年間繰越控除可）


被災被用者を
雇用している場合の税額控除


被災被用者に対する給与等支給額の20％を税額控除
（法人税額の20％を限度）
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②避難解除区域等に係る特例措置の新規事業者への適用


現
行
制
度


対象地域


避難
解除区域


特例措置


課
題


現行制度は、
主に既存事
業者の事業
再開に主眼


改
正
内
容


避難解除区域等に適用されている特例措置の対象に、
域外からの新規事業者を追加


平成24年４月以降、段階


的に警戒区域等の見直し
が行われていることから、
避難解除区域等への帰還
を見据え、雇用の回復な
ど帰還へ向けた準備を加
速する必要


既存事業者の
事業再開促進


現行制度で
措置済み


域外からの
新規事業者の誘致


課
題
解
決
へ
向
け
た
方
策


対象者


既存
事業者


（注）


機械、建物等事業用設備に
係る特別償却等


（例）機械装置→即時償却または
15％税額控除のいずれかを選択


（法人税額の20％を限度。４年間繰越控除可）


被災被用者を
雇用している場合の税額控除


被災被用者に対する給与等支給額の
20％を税額控除（法人税額の20％を限度）


（注）平成23年３月11日時点で避難対象区域内に事業所を有していた者


１．福島関係


２







○多くの土地を短期間に集中して取得しなければならない被災地の特殊事情


○適地が少ない中で、住民の意向を踏まえた用地選定により、代替地の確保は難しく、用地を譲渡する者は、


事実上収用と同等との認識


○用地によっては、譲渡所得が2,000万円を超えるものの、現行制度では5,000万円の特別控除を適用できない


（移転に係る戸数が50戸未満等）事例が存在し、地権者間に不公平感


課題


○津波被災地域から復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地
の用地（公共施設及び公益的施設の用地を含む。）を収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みに


より地方公共団体が取得する場合、5,000万円の特別控除を適用


改正内容


○被災者のための住宅団地の整備を円滑に進めるため、住宅団地の用地を譲渡する者に対し、所得税等に
係る課税の特例措置が講じられている。


・特定住宅被災市町村の区域内にある土地等が、平成28年３月31日までの間に、復興事業等の用に供するために、


地方公共団体に買い取られる場合・・・2,000万円の特別控除


・土地収用法、都市計画法等の規定に基づき収用される場合


・収用権を背景に買い取られる場合


・50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために


買い取られる場合


東日本大震災に係る課税の特例措置


5,000万円の特別控除
現行制度の一環としての


課税の特例措置


課題


現状


住宅適地の確保が困難な市町村において住宅団地の用地に必要不可欠な土地に限定して特例を適用


・津波被災を受けた市町村が作成する復興整備計画に位置づけられた事業の用に供する用地の取得に適用
・住宅団地の用地として必要不可欠であることを認められた用地の取得に適用


①特定の住宅団地の用地に供するための土地譲渡所得5,000万円特別控除の適用


２．復興特区関係


３







○復興推進計画の区域において、法施行規則に列挙する「地域の課題の解決のための事業」を行う株式会社により発行される


株式を払込みにより取得


⇒その取得に要した金額（1,000万円を限度）について寄附金控除の適用が可能（法第42条）


○法施行規則第１条第１項第４号において「農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギ－の供給に関する


事業」を規定


現状


○再生可能エネルギーの導入促進が急務


○土地利用を調整しながら、限られた土地の効率的な活用が課題


課題


○法施行規則の規定に「集団移転促進事業※に係る移転先の土地の近隣
の土地において太陽光発電装置を設置することにより行う発電に関する事業
その他の再生可能エネルギー源を活用した小規模のエネルギー供給に関す
る事業」を追加
※ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭


和47年法律第132号）第２条第２項に規定する集団移転促進事業をいう。


⇒地域・コミュニティの実情に合った再生可能エネルギーによる発電を


幅広く推進


【具体的な事業イメージ】


○高台に移転した集落が移転元の津波浸水区域に太陽光パネルを設置


○高台に移転した集落の団地脇にタワー型の風力発電設備を設置


○高台近隣の河川等で高低差を利用して水路式発電設備を設置


改正内容


○復興基本方針における復興施策としても明記
「地域の特性を踏まえ、太陽光発電、風力発電、地熱発
電、バイオマス発電、中小水力発電等の導入を促進す
る。」 （東日本大震災からの復興の基本方針p.22）


蓄電池と併用することで系統停電時に電力の地産
地消が可能


⇒事業の展開により地域における防災力の向上
にも寄与


②復興特区法第42条に係る対象事業の追加（その１）
「再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業」


２．復興特区関係
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○復興推進計画の区域において、法施行規則に列挙する「地域の課題の解決のための事業」を行う株式会社


により発行される株式を払込みにより取得


⇒その取得に要した金額（1,000万円を限度）について寄附金控除の適用が可能（法第42条）


○法施行規則第１条第１項第４号においては、以下のとおり事業を規定


現状


○「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定


○同法第２条第６項から第８項までに、児童虐待・高齢者虐待と同様の行為を「障害者虐待」として規定


○法施行規則第１条第１項第４号の規定に、以下の行為を追加


改正内容


これらの行為を受け、又は受けているおそれ
のある児童、高齢者及び配偶者等の迅速かつ
適切な保護を行う施設又は設備の整備又は


運営に関する事業高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
第２条第４項及び第５項に規定する行為


この事業を行う株式会社の株式
を払込みにより取得した個人につ
いて、寄附金控除の適用が可能


児童虐待の防止等に関する法律第２条各号に掲げる行為


具体的には、
「身体的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト」等が規定されている


障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第２条第６項から第８項までに規定する行為


若しくは


虐待を受ける障害者の保護
を行う会社へ出資をした個
人も、寄附金控除の適用が


可能になる


③復興特区法第42条に係る対象事業の追加（その２）
「虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に


関する事業」


２．復興特区関係


５







【現状及び問題点】


○ 債務者の事業再生を図るために債権放棄を行った場合、債務者には債務免除益が発生し、課税対
象となる。


○ しかし、企業再生支援機構や整理回収機構等が債権放棄する場合、「企業再生税制」が適用され、
資産の評価損の損金算入や、青色欠損金に優先した期限切れ欠損金の活用により、被災事業者の
課税負担の削減が可能（通常、「企業再生税制」の適用には一定の要件の充足が必要）。


被災事業者の確実な事業再生を図るため、「企業再生税制」同等の措置を要望。
また上記措置を実施する場合、震災支援機構・産業復興機構が単独で債権放棄する
場合についての適用も併せて要望


東日本大震災事業者再生支援機構・産業復興機構の場合は「企業再生税制」の一部のみ適用
（期限切れ欠損金の利用が可能。ただし、青色欠損金に優先しない）。


● 公表された債務処理の準則(支
援協等の準則）に従って計画が


策定されていること


● ２以上の金融機関による債権放


棄が行われていること（ただし、


政府関係金融機関、企業再生支


援機構又はＲＣＣの場合は単独


の債権放棄でも可）


○「企業再生税制」の概要 ○「企業再生税制」の主な要件


債
務
免
除


債
務
免
除
益


相殺


※青色欠損金･･･通常所得と相殺可能な９年分の繰越欠損金
期限切れ欠損金･･･通常所得との相殺期限（９年間）が切れた欠損金課税が生じない


翌期以降の課税
所得と相殺可能


①評価損の
損金算入が


可能


②期限切れ欠
損金の優先利
用が可能


青色欠損金


評価損


期限切れ
欠損金


負債の減少 税務上益金となる 税務上損金にできる
借り手の課税において、


６


①「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用


３．東日本大震災事業者再生支援機構関係







【現状及び問題点】


○ 東日本大震災事業者再生支援機構（震災支援機構）が債権買取を行うに伴って、担保不動産の抵


当権移転登記が必要になるが、当該抵当権移転登記に係る登録免許税の免除を受けるためには、６


大臣（内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣）の証明


が必要。


迅速な被災事業者の再生支援の観点から、事務手続の簡素化をできないか。


事務手続が煩雑であり、支援機構による支援決定（債権買取）が増加した場合、迅速な


被災事業者の再生支援を阻害。


③提出


○現状の手続


内閣総理大臣


総務大臣


財務大臣


厚生労働大臣


農林水産大臣


経済産業大臣


復
興
庁
（
と
り
ま
と
め
）


震


災


支


援


機


構


①請求


②証明書


法
務
局


６大臣の証明が必要


で、手続が煩雑


②「東日本大震災事業者再生支援機構」の買取債権に係る手続簡素化


３．東日本大震災事業者再生支援機構関係


７








平成２５年度 
経済産業省税制改正要望 


平成２４年１０月 
経済産業副大臣 


近藤 洋介 







１．「根こそぎ空洞化」の防止と 
  世界で勝ち抜く産業・企業群の再構築 
 


    ＇１（車体課税の抜本的見直し 
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平成２５年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント 


等 


消費税引上げに伴う円滑な転嫁への万全の対応 


◆原料用途免税の本則化＇国税（  


◆国境を越えた役務提供に係る消費税の 
課税のあり方＇国税（ 


◆印紙税のあり方＇国税（ 


◆事業所税のあり方＇地方税（ 


検討事項 


等 等 


◆政府の転嫁検討本部において取りまとめられた「中間整理」を踏まえ、以下の措置を講ずる。 


① 転嫁・価格表示に関する消費者・事業者に対する広報や相談窓口の設置 


② 円滑な転嫁のための法的措置＇原則として消費税の転嫁拒否等を行えないような立法措置のあり方や、必
要に応じ転嫁カルテルを独禁法の適用除外とすることを検討（ 


③ 監視・検査体制の強化＇積極的に独禁法・下請法の違反行為の情報収集・調査を実施するための時限的
な人員の拡大など、所要の体制整備を図る（ 


④ 価格表示の在り方＇所管業界からの意見聴取等を通じて、事業者からの価格表示に関する要望を踏まえた
総額表示義務の弾力的運用等（ 


⑤ 消費税引上げの影響を受ける中小企業等のために必要な予算措置・税制措置 


⑥ 外税方式による税額計算についての端数処理の特例の創設＇国税（ 


 


等 
等 


◆車体課税の抜本的見直し＇国税・地方税（ 


 自動車市場の拡大を通じた自動車産業ひいては日
本経済全体の活性化を図るため、簡素化、負担の
軽減、グリーン化の観点から、自動車取得税、自動
車重量税等の廃止、抜本的な見直しを図る。 


◆研究開発促進税制の拡充＇国税（ 


 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度
の拡充を図る＇税額控除限度額の引上げ（。 


◆償却資産課税の抜本的見直し＇地方税（ 


 国際的に稀であり、設備投資を抑制する償却資産
＇工場の設備等（に課される固定資産税の抜本的見
直しを図る。 


◆法人実効税率の引下げ＇国税・地方税（ 


 特に、中小軽減税率の更なる引下げを図るととも
に、地方消費税の引上げなどを踏まえ、地方法人特
別税等の抜本的な見直しを図る。 


◆再エネ・コジェネの導入拡大、省エネ抜本強化 
 ＇国税・地方税（ 


① グリーン投資減税の対象設備等の拡充 


② 住宅の省エネ改修等を促進するための所得減税制
度の拡充・延長 


③ 固定資産税の課税標準の特例の創設＇コジェネ（ 


④ バイオ由来燃料＇バイオエタノール、BDF（の導入促
進のための免税措置の延長・新設 


◆減耗控除制度の延長・拡充＇国税（ 


 探鉱活動を下支えし、鉱山操業の持続可能性を確保
するため、減耗控除制度の所要の見直し＇海外減耗控
除制度の国内鉱業者要件等（を行う。 


◆石油精製過程での非製品ガスの石油石炭税の 
還付制度の創設＇国税（ 


 国内需要の急激な減尐の中、国内石油精製における
エネルギー供給のラストリゾート機能を強化すべく、石
油石炭税の還付制度を創設する。 


◆事業承継の円滑化＇国税（ 


 相続税の見直しに対応するため、事業承継税制の
適用要件を見直し、使い勝手を向上させるとともに、
小規模企業向けの事業用土地の減額評価の特例の
創設を図る。 


◆消費税引上げへの対応＇国税・地方税（ 


 政府の転嫁検討本部において取りまとめられた「中
間整理」を踏まえ、以下の税制措置を講ずる。 


  ① 中小商業・サービス業の魅力向上や事業改善に
資する設備投資に対する減税制度の創設 


  ② 中小企業が消費税納税事務に用いるパソコン等
の尐額資産に係る固定資産税の見直し 


◆創業・ベンチャー支援の強化＇国税（ 


 会社設立時の登録免許税及び印紙税の免除措置を
講ずるとともに、創業間もない成長力の高い中小ベ
ンチャー企業の雇用創出と事業拡大を支援すべく、
法人税の軽減措置の創設を図る。 


１．「根こそぎ空洞化」の防止と 


 世界で勝ち抜く産業・企業群の再構築 


２．新たなエネルギーミックスの実現と 


     資源・燃料の戦略的確保 


３．地域の経済・雇用を支える 


       中小企業の活性化 
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１．「根こそぎ空洞化」の防止と 
  世界で勝ち抜く産業・企業群の再構築 
 


    ＇１（車体課税の抜本的見直し 
    ＇２（償却資産に対する固定資産税の見直し 
    ＇３（研究開発税制の拡充 


 
２．新たなエネルギーミックスの実現と資源・燃料の戦略的確保 
 


    ＇１（新たなエネルギーミックスの実現 
       ＇グリーン投資減税の拡充、コジェネの固定資産税の軽減等（ 
    ＇２（資源・燃料の戦略的確保 
       ＇減耗控除制度の延長・拡充（ 


 
３．地域の経済・雇用を支える中小企業の活性化 
        ＇１（消費税引上げや開業率停滞への対応 
        ＇２（事業承継の円滑化 
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 １.サプライチェーン全体の「根こそぎ空洞化」の危機  


■ 国内設備投資は年々減尐し、工場立地件数は調査開始以降最低の水準が続く中、自動車産業を中心に海外投資比率を
大幅に拡大。それに伴い、足下では、現地法人の部品調達先が日本から現地にシフト。 


 


■ このままでは、付加価値の高い部品等の生産工程まで海外に移転する「根こそぎ空洞化」の危機に。 


＇注（海外/国内設備投資比率＝＇連絡海外設備投資÷連絡国内設備投資（×１００。 


海外投資額が国内投資額を上回る場合、１００％を超える。 


＇出所（(株)日本政策投資銀行「2010・2011・2012年度 設備投資計画調査」 


＜海外／国内設備投資比率＞ 
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1.2倍 


1.4倍 


4 


＇％（ 


自動車を中心に 


大幅な海外投資 


比率拡大 
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＇出所（経済産業省調べ＇2011年1月（ 


現地国 


日本国内 
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その他 


設立当時 


＇ｎ＝226（ 


現在 


＇ｎ＝234（ 


将来予定 


＇ｎ＝239（ 


部品調達先の 
現地国化・現地周辺国化 


が進展 


日系企業ＡＳＥＡＮ現地法人の 


調達先の推移 
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設備投資 
＇右軸（ 


工場 
立地 
件数 


＇左軸（ 


＇出所（財務省「法人企業統計」、経済産業省「工場立地動向調査」より経
済産業省作成 


２００９年以降 
最低水準が継続 


＜国内設備投資と工場立地件数の推移＞ 







 １.「根こそぎ空洞化」に歯止めをかけるための税制措置  


■ 燃料輸入増や急激な円高等を受け、わが国は３１年振りに貿易赤字を計上。今後、稼ぎ頭の産業が海外に根こそぎ移転
すれば、貿易収支赤字が常態化し、経常収支赤字に転落するおそれ。 


 


■ 「根こそぎ空洞化」に歯止めをかけ、これ以上の国富流出を阻止するためには、国内産業を下支えするとともに、国内設
備投資・研究開発投資を活性化するための税制措置が必要不可欠。 
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わが国の良質な雇用を喪失させ、国富を減尐させる 


「根こそぎ空洞化」を防止するための税制措置 


  ＇１（わが国の最大の貿易収支の稼ぎ頭であり、 


     ５００万人の関連雇用を下支えする 


           自動車産業の活性化           


     → 車体課税の抜本的見直し 
 


  ＇２（国内の良質な雇用を創出し、 


           世界で勝ち抜く産業・企業群を再構築するための 


           国内設備投資の促進  


     → 償却資産に対する固定資産税の見直し、 


        法人実効税率の引下げ 
 


  ＇３（将来のわが国の成長力の種となる 


      研究開発投資の活性化           


     → 研究開発税制の拡充  


＇出所（財務省統計をもとに経産省作成 


経常収支 


貿易収支 


我が国の貿易収支・経常収支の推移 
＇兆円（ 
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項目 影響度合 


国内自動車生産台数 ▲58.5％ 


自動車関連就業人口 ▲319万人 


失業率 ＋5.1％ 


貿易収支の悪化 ▲5.2兆円 


GDP ▲14.5兆円＇▲2.8％（ 


＜日系・海外完成車メーカーの国内生産に占める輸出比率＞ 


＇出所（「内外経済について」中島厚志＇自工会，産業連関表，貿易統計，マークラインズ)よりMETI作成 


 １.(１)車体課税の抜本的見直し ～自動車産業はわが国の基幹産業 


■ 自動車産業は約12.5兆円の貿易黒字を稼ぐ稼ぎ頭として、出荷額＇全製造業（の約２割を占める基幹産業。関連産業を
含めた雇用は就業人口の約１割。自動車産業の空洞化は、地域雇用・経済に多大な影響を及ぼす。 


 


■ 仮に、日系完成車メーカーが国内生産のうち海外輸出分＇現行：49％、2011年（を海外生産に切り替えた場合＇VW並みの
13％（に下げざるを得なくなれば、関連する国内雇用が▲319万人減尐し、GDPは▲2.8％＇14.5兆円（低下。 
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＜自動車関連産業の就業人口と出荷額＞ 


日系完成車メーカー８社が、ＶＷ並みの輸出比率になった場合 
◆製造部門・・・・ 78.7万人


（例）自動車製造


◆利用部門・・・281.0万人


（例）道路旅客運送業


◆関連部門・・・・ 41.4万人


（例）ガソリンスタンド、
損害保険


◆資材部門・・・・ 36.1万人


（例）電気機械器具製造業、
鉄鋼業


◆販売・整備部門・・108.5万人


（例）自動車小売・整備業


運送サービス ガソリンスタンド ディーラー


アルミ
３割


鉄鋼
２割 電線


１割


基礎素材
３割


ダイカスト
７割


繊維
３～４割


関連製造業


自動車関連産業
の就業人口


５４５万人
就業人口6,257万人のうち自
動車関連は545万人＇8.7%（


関連サービス業


自動車産業への
依存度が高い


自動車製造業の
製造業出荷額


47兆円
製造業出荷額289兆円のうち、


自動車は47兆円＇16.4％（


＜わが国の貿易収支と輸送用機器の純輸出額＞ 
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貿易収支赤字の中、 
自動車産業は、 


わが国最大の稼ぎ頭 


＇兆円（ 


トヨタ 日産 ホンダ マツダ VW 


高い輸出比率 自動車 


販売台数 


世界１位 







■ 国内の生産・研究開発拠点を維持するためには、国内の自動車販売台数の押上げが不可欠。 
 


■ また、自動車取得税、自動車重量税は道路特定財源制度の廃止により一般財源化されており、既に課税根拠を失っているほ
か、消費税が10%まで引き上げられれば、購入時の負担は取得価額の15%にのぼり、さらなる負担の増加となる。 


 


■ 自動車取得税、自動車重量税の廃止が実現されれば、国内自動車販売は約70万台押し上げられ、500万台市場に回復し、
約4.8兆円の生産誘発、約21万人の雇用創出などが実現される。 


 


■ さらに、こうした経済効果に加え、約2,540億円にのぼる財政改善効果が見込まれる。 


 １.(１)車体課税の抜本的見直し ～国内需要の活性化が復活のカギ 


【要望】車体課税の抜本的見直しについて、 


  ① 自動車取得税＇ 2,068億円（及び自動車重量税＇ 7,032億円（を廃止 


  ② 自動車税のグリーン化の一層の推進＇クリーンディーゼル自動車を対象に追加（ 
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新車販売台数の推移＇万台（


約9,100億円の減税により 


約70万台の押し上げ効果 


（増収効果） 
       法人税 ：６６６億円 
       消費税 ：６２０億円 
       所得税 ：５８３億円 
       住民税 ：２８４億円 
自動車税・軽自動車税 ： １１億円 


予測 予測 
（歳出抑制効果） 
   生活保護費削減 ：１９７億円 
    失業給付削減 ：１７８億円 
    


＇資料（日本自動車工業会データに基づき経済産業省試算 


＇備考（‘12FY、 ‘ FY13は自工会試算値のベース需要 


1.2兆円の売上増 


4.8兆円の生産誘発 


21万人の雇用創出 


【参考】上記の経済効果から試算される財政改善効果＇約２，５４０億円（ 







■ 企業の償却資産＇工場内の機械や設備（に対する固定資産税は国際的に稀な制度。 
■ 償却資産に対する課税は、国内投資のROAが下落する中で、投資に対する収益性を落とし、国内投資をさらに押し下げ


る要因となっている。 


 １.(２) 償却資産に対する固定資産税の見直し ～国内投資の活性化 
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国名 土地 家屋 償却資産＇機械・装置（＇注1（ 


 
 


イギリス 


            ○   × 
 
 


フランス 


 ○ 
           × 


＇職業税を2010年廃止（ 


 
 


ドイツ 


 ○ 
             × 


＇財産税を1997年廃止（ 


 
 


イタリア 


 ○    × 
 
 
 


アメリカ 


            ○ 
                    △＇一部州（＇注2（ 


※近年廃止の動きあり。 
＇オハイオ州は2009年に免税化など（ 


 
 


カナダ 


 ○               △＇一部州（＇注3（ 


 
 


韓国 


 ○    × 
 
 


中国 


            ○    × 
 
 


日本 


 ○             ○ 


＇注2（課税あり：３８州、課税なし：１２州      ※ 税率は各州によって異なる  
(注3（課税あり：３州、課税なし：７州 
＇出所（各種資料より経済産業省が作成 


＜償却資産＇機械・装置（に対する固定資産税の国際比較＞ 


対象：１０００億円の半導体製造工場の新設 
機械・装置の固定資産税＇５年間（：約２７億円 
→ 投資当たりの利益率が約２．７％低下。     3.9 
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＇出所（財務省「法人企業統計」より経済産業省が作成 


＇製造業の総資本営業利益率＇ＲＯＡ（の推移（ 


我が国の製造業全体のＲＯＡ＇総資本営
業利益率（が近年１～２％程度にとどまる
中、投資当たりの利益率が約２．７％低下
する影響は大きい。 
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＜償却資産＇機械・装置（に対する固定資産税の投資阻害効果イメージ＞ 


＇％（ 


経済波及効果 
計10,386億円 


新規投資額 
約4,547億円 


新規投資額 
約1,271億円 


雇用創出効果 
6.4万人 


税収効果 
約1,428億円 


《１．事業コスト低減による 
    投資促進効果》 


《２．キャッシュフロー増加 
          が投資に回る効果》 


＇出所（経済産業省「企業の地方税負担等に関するアンケート調査＇平成２３年９月実施（」、「民間企業資本ストック産業別新設投資額取付・暦年、 
     全企業全法人データ」、 第一生命経済研究所｢減価償却制度の見直しの影響について｣＇2006年（のデータをもとに、一定の仮定を置いて試算。 
 


＜機械・装置の償却資産課税の非課税化による経済効果＞ 


【要望】償却資産に対する固定資産税のうち、「機械及び装置」の分類＇注（について、 


  ① 新規の設備投資分を非課税とする 


  ② 長期保有分の評価額の最低限度＇５％部分（を段階的に廃止する 
（注）地方税法389条第1項第２号の規定に基づき総務大臣が指定する償却資産（電力、ガス、鉄道、電気通信等）を除く。 


＇注1（船舶・航空機、昇降機等の特殊な付帯設備を除く 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


民間研究開発費＇左目盛り（ 


民間研究開発費の対ＧＤＰ比率＇右目盛り（ 


＇兆円（ 


研究開発税制の抜本的拡充 


目標3% 


ギャップ 


▲0.5％ 


● 


13.6 
12.0 


2.53% 


△ 


研究開発税制の縮減 


＜現在の見込み＞ 


＜民間研究開発投資の対ＧＤＰ比推移＞ 


《１．直接的な研究開発 
   投資の増加効果》 


《２．研究開発の国内 
   空洞化防止効果》 


■ 民間研究開発投資の対GDP比を３％以上とする政府目標に対して現状が大きく及ばない中、近年、研究開発拠点の海外移
転が進んでおり、国内の研究開発投資の一層の減尐、国際競争力の更なる低下が懸念。 


 


■ 研究開発税制は平成22年度約6,600社＇うち中小企業約4,000社（で活用。本税制の拡充を通じて、研究開発投資の底上げ
及び研究開発拠点の空洞化防止を図ることで、約5,700億円の経済波及効果と約７万人の良質な研究者雇用を確保できる。 


＜研究開発税制の拡充によるGDP押上げ経済効果＞ 


【要望】研究開発税制の総額型部分の 


     控除上限の拡充＇20％→30％（ 
 


減収額：５８９億円＇経済産業省試算（ 


 １.(３) 研究開発税制の拡充 ～研究開発は将来の成長力のシーズ 


＜近年の主な研究開発拠点の海外移転＇予定を含む（＞ 


移転先 企業名 


中国 
トヨタ＇2013年、ハイブリッド自動車の部品開発など（ 
武田薬品＇2012年、癌の臨床開発など（ 


韓国 
東京エレクトロン＇2012年、半導体製造装置の開発など（ 
JSR＇2011年、液晶ディスプレイ材料 の開発など（ 


インド スズキ＇2015年、テストコースを活用した研究開発など（ 


シンガ 
ポール 


三井化学＇2011年、触媒技術の先端材料の開発など（ 
富士通＇2010年、癌や疾病の検出技術の開発など（ 9 


GDP押上げ額＇10年間（ 


計 約5,700億円 


研究開発投資増加効果  


約880億円 
研究開発流出抑制効果  


約560億円 


雇用創出効果 
約７万人 


税収効果 
約900億円 


＇出所（平成２４年度アンケート調査、産業連関表等より三菱UFJリサーチ＆
コンサルティングが試算。 


※主要国では控除上限のない国がほとんど 







１．「根こそぎ空洞化」の防止と 
  世界で勝ち抜く産業・企業群の再構築 
 


    ＇１（車体課税の抜本的見直し 
    ＇２（償却資産に対する固定資産税の見直し 
    ＇３（研究開発税制の拡充 


 
２．新たなエネルギーミックスの実現と資源・燃料の戦略的確保 
 


    ＇１（新たなエネルギーミックスの実現 
       ＇グリーン投資減税の拡充、コジェネの固定資産税の軽減等（ 
    ＇２（資源・燃料の戦略的確保 
       ＇減耗控除制度の延長・拡充（ 


 
３．地域の経済・雇用を支える中小企業の活性化 
        ＇１（消費税引上げや開業率停滞への対応 
        ＇２（事業承継の円滑化 
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■ 革新的エネルギー・環境戦略： 


     「２０３０年代に原発稼動ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」 


税制・予算・規制による一体的な政策誘導 ＜革新的エネルギー・環境戦略の具体的目標＇工程イメージ（＞ 


２０３０年までに、①再エネを約３倍、②コジェネを約５倍、 


③１９％の省エネ、を実現するため、集中投資が必要。 


 ２.(１)新たなエネルギーミックスの実現 
   ～グリーン投資減税の拡充、コジェネの固定資産税の軽減等 
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2010 2015 2020 


1,600万kL 
＇▲4%（ 


3,100万kL 
＇▲8%（ 


7,200万kL 
＇▲19%（ 


省エネ 


1,100億kWh 
1,400億kWh 


1,800億kWh 


3,000億kWh 


300億kWh 
400億kWh 600億kWh 


1,500億kWh 


 平均投資額：3.4兆円/年  平均投資額：5.0兆円/年 


 平均投資額：2.3兆円/年  平均投資額：1.6兆円/年 


 平均投資額：0.4兆円/年  平均投資額：0.2兆円/年 


政
策
措
置
の
抜
本
強
化 


2030 


コジェネ 


再エネ 


＜税制＞ 
 


【要望】 
①グリーン投資減税の拡充 
 ・太陽光・風力発電設備の即時償却の延長  
 ・即時償却の対象に、コジェネを追加 
 ・対象となる設備の追加 
  ＇中小水力発電設備、定置用蓄電池、高効率照明等（ 
②コジェネの固定資産税の軽減措置の創設 
③省エネリフォーム促進税制の拡充 
             等 
 


＜予算＞ 
①再生可能エネルギー関連予算 
 ・送電網が脆弱である地域における送電網の整備を支援 
 ・系統安定化対策に資する蓄電システム制御の実証 
 


②コジェネ関連予算 
 ・高効率な天然ガスコジェネの導入を促進 
 


③省エネ関連予算 
 ・省エネルギー設備の導入促進 
  ・エネルギー管理システム＇HEMS・BEMS（の導入促進 
 ・クリーンエネルギー自動車等の導入促進 
             等 
＜規制＞ 
 ・トップランナー基準を、新たな機器＇ＬＥＤ照明等（や建築


材料等に創設 
 ・固定価格買取制度の着実な実施 







【要望】国内の鉱業会社の参画を担保しつつ、 「海外自主開発   
法人」の要件を出資・引取比率２０％以上に見直す       


【要望】国内鉱業者の子会社等で海外鉱山を営む者も適用対象化 


【要望】対象鉱種を見直し、適用対象を広げる＇レアアース・リチウム等（ 


シエラゴルダ鉱山開発＇チリ：銅（ 
・住友金属鉱山＇鉱業権者（出資：31.5％ほか 


 ⇒日本の年間銅精鉱需要の８％＇１１万トン（相当が対象に 


カセロネス鉱山開発＇チリ：銅、モリブデン（ 
・パンパシフィック・カッパー＇非国内鉱業権者（出資 


 ⇒ 日本の年間銅精鉱需要の10％＇１５万トン（相当が対象に 
 
 


出資比率 
50％未満        


■ 新興国による資源・エネルギーの爆食、開発地域の大水深化、奥部化、資源ナショナリズムの高まり等による開発コストの
増大、さらには資源メジャーとの圧倒的格差を背景に、我が国の資源・エネルギーの安定供給確保を巡る情勢は厳しい。 


 


■ このため、減耗控除制度＇※（の延長・拡充を図り、わが国鉱山会社によるこれらの安定供給の実現を図ることが急務。 


     ＇※（鉱山操業による収益を準備金として積立て、探鉱活動に充てた場合に特別控除を認める制度。 


国内鉱業権 
持たない 


 H23年末現在、常時稼働しているのは菱刈鉱山のみ。 
 


 →「国内鉱業者」の要件緩和が必須 
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 ２.(２) 資源・燃料の戦略的確保 ～減耗控除制度の延長・拡充 


＜資源爆食の例：銅＞ 


＜国内非鉄金属鉱山数の激減＞ 


 銅鉱山の初期投資額は、 


９０年代と比較し約２倍に高騰 


＜開発コスト増大の例＞ 


 50年前に比較し、世界の需要量は４倍＇特に中国は70倍（ 







１．「根こそぎ空洞化」の防止と 
  世界で勝ち抜く産業・企業群の再構築 
 


    ＇１（車体課税の抜本的見直し 
    ＇２（償却資産に対する固定資産税の見直し 
    ＇３（研究開発税制の拡充 


 
２．新たなエネルギーミックスの実現と資源・燃料の戦略的確保 
 


    ＇１（新たなエネルギーミックスの実現 
       ＇グリーン投資減税の拡充、コジェネの固定資産税の軽減等（ 
    ＇２（資源・燃料の戦略的確保 
       ＇減耗控除制度の延長・拡充（ 


 
３．地域の経済・雇用を支える中小企業の活性化 
        ＇１（消費税引上げや開業率停滞への対応 
        ＇２（事業承継の円滑化 
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    ３．地域経済と雇用を支える中小企業の活性化(１)-消費税引上げや開業率停滞への対応- 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ


2010 2011 2012


中小企業


大企業


＇％（


＇出典（日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 


消費税引上げが業績に悪影響とした 


企業の割合 


66.6%


86.6%


65.8%


0.0%


10.0%
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卸売業 小売業 サービス業


66.6% 65.8% 


86.6% 


0
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30


日本 アメリカ 英国 フランス ドイツ


登記費用：約１万
登記費用：約０．５万円


認証費用：約３万円


登記費用：約０．８万円 公示費用：約２．３万円


印紙税：


４万円


認証費用：


５万円


登録免許税：


１５万円


【万


約２４万円 約１万円


＇１３５ドル（
約０．５万円


＇４０ポンド（
約３．１万円


＇３１５ユーロ（
約３万円


＇３００ユーロ（
※ニューヨーク州で設立の場合


消費税引上げは 
中小商業・サービス業に 


大きな影響 


我が国の開業費用 
＇約２４万円（は 


国際的に高コスト 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ


2010 2011 2012


製造業


商業・サービス業


＇％（


■ 地域の経済と雇用を支える「担い手」となる中小企業の業況は、東日本大震災以降、回復基調にあるが、そのテンポは大企
業に比べて鈍化傾向であり、業績をしっかりと下支えすることが必要。 


 


■ そのような中、消費税率の引上げが予定されているが、多くの事業者が、業績への悪影響や事務負担の増加を懸念してお
り、負担回避のための手当が必要。 


 


■ また、我が国においては、会社設立手続コストが諸外国と比べて高く、開業率は低い水準。 


＜会社設立手続コストの国際比較＞ ＜企業規模／業種別の業況ＤＩの比較＞ 


◎民主党が取りまとめた「転嫁対策・価格表示のあり方に
ついて」＇※（において提言されている予算措置・税制措
置を含め、予算編成や税制改正等の過程において、必
要な財政上、税制上その他の支援措置を検討する。 


  ※ 民主党転嫁対策・価格表示のあり方検討ＷＴ 


 


◆事務処理にかかる負担の軽減に向けた設備やシステ
ムの導入支援や、＇中略（、現下の景気状況の下で雇用
維持に努めている中小企業、国民の食生活を支える農
林水産業などの実情を十分に踏まえた上で、適切な予
算措置や税制措置等を検討すべき。 


消費税の円滑かつ適切な転嫁等に関する 


検討本部＇中間報告（ 


中小企業の 
業況回復は鈍い 


特に、中小商業・ 
サービス業の 


業況回復に遅れ 


・法人税の中小軽減税率の引下げ 


・中小商業・サービス業の魅力向上や事業改善に 


 資する設備投資に対する減税制度の創設 


・パソコン・レジスター等の導入に関する 


 固定資産税の負担軽減措置の創設 


・創業時の登録免許税・印紙税の免税措置の創設 


・ベンチャー企業の雇用創出と事業拡大に係る法人税
の減税措置の創設 


【要望】 
中小 


中小 
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＇出典（帝国データバンク「消費税率引き上げに対する企業の意識調査」 
＇出典（＇独（日本貿易振興機構 他 


＇出典（＇独（中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」 







■ 中小企業経営者の高齢化が進んでおり、日本を支える中小企業の事業承継円滑化は喫緊の課題。 
■ 我が国の事業承継税制は、主要国と比較しても適用の要件が厳しく、使い勝手が悪いとの意見が多い。 
   → 相続税の見直しとあわせ、事業承継税制の抜本的な見直し＇尐なくともドイツ並み（が必要。 


我が国の事業承継税制は主要国と比べ要件が厳しい 


51 


53 
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82 86 90 94 98 02 06 10 


1,000万円未満 


5,000万円未満 


1億円未満 


5億円未満 


10億円未満 


10億円以上 


(歳) 


(年) 


社長の平均年齢＇資本金規模別（ 


４年間で 


相続税：３８１件 贈与税：１６８件 
※経営承継法に基づく経産大臣の認定件数 


       ＇平成20年10月～平成24年9月（ 


４．五年後以降も株式等を保有し事業継続すれば、後継者死 


亡＇又は会社倒産（時点で納税免除。 


５．納税猶予対象は非上場株式等のみ。 


６．会社所有の宅地等は小規模宅地特例の利用不可。 


【現行制度】 


１． 親族外承継を対象化。 


２． 先代経営者の役員退任要件を、代表者退任要件に。 


３． 雇用８割以上を五年間平均で評価。未達成の場合は下回った分を納税。 


【要望】 


４．五年経過後に納税免除。 


５．会社の事業資金の担保に供されている不動産も納税猶予の対象に。 


６．小規模会社の宅地等の減額特例の創設。 


実績 


 ３．地域経済と雇用を支える中小企業の活性化（２）-事業承継の円滑化－ 


国名 
相続税の 
基礎控除 


非上場株式
の評価額から
の軽減割合 


親族外
承継も
対象 


事業承継期
間平均での
雇用確保 


雇用要件 
未達成分だけ 
の部分納付 


事業 
継続 
期間 


免除までの 
期間 


日本 
5,000万円＋ 
1,000万円×法定相
続人数 


８０％軽減 × × 
＇5年間毎年80%) 


× 
＇全額一括納付（ 


５年 
後継者死
亡等まで 


ドイツ 


配偶者：5,100万円
＇50万ﾕｰﾛ（ 
子：4,080万円＇40万
ﾕｰﾛ（ 


８５％軽減 ○ 


 
 
 


○ 
(5年間平均80%) 
＇小規模企業は
雇用要件免除（ 


○ ５年 ５年 


フランス 
配偶者：免除 
子：1,625万円
＇159,325ﾕｰﾛ（ 


７５％軽減 ○ － 
＇雇用要件なし（ 


－ 
＇雇用要件なし（ 


３年 ４年 


イギリス 
配偶者：免税 
基礎控除：4,128万
円＇32.5万ﾎﾟﾝﾄﾞ（ 


100％軽減 ○ － 
＇雇用要件なし（ 


－ 
＇雇用要件なし（ 


なし 即時 


アメリカ ４億円＇500万ドル（ － － － － － － 


相続・贈与後五年間は以下を満たさないと納税猶予全額打ち切り。 


１． 先代経営者の親族である後継者が、代表者を継続。 


２． 先代経営者が、役員を退任。 


３． 雇用８割以上を毎年確保。 
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平成２５年度 
総務省主要税制改正要望について 


 
 


平成２４年１０月２３日 


総務副大臣 藤末 健三 







◎ ① データセンター地域分散化促進税制の創設[国税・地方税、新設] 
 
   ② 公共アプリケーション利活用促進税制の拡充及び延長[国税・地方税、拡充・延長] 
 


◎ ⑦ 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長[国税、延長] 


◎ ③ 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が日本郵便株式会社に業務委託する際に支払う手数料に係る消
費税の非課税措置の創設[国税・地方税、新設] 


 
④ 過疎地における営業所の住民税・事業税等の非課税措置の創設[地方税、新設] 


 
◎ ⑤ 日本郵便株式会社が所有する一部の固有資産に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る


特例措置の延長[地方税、延長]  
 
⑥ 日本郵便株式会社に対する事業所税の非課税範囲の拡充[地方税、拡充]  


平成２５年度 総務省主要税制改正要望 


１ 情報通信関係 


２ 郵政事業関係 


３ 地方自治関係 


※ 「◎」印は総務部門会議における重点要望事項 
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平 成 2 4 年 度  第 ２ 回  税 制 調 査 会  
 
 


日時：平成２４年１０月２３日（火）午後２時００分～３時５０分  


場所：合同庁舎第４号館１１Ｆ   共用第１特別会議室  
 
 


 
１． 開会            ２：００  
 


  
２． 金融庁からのヒアリング   ２：００～２：２０  
 
 
３． 外務省からのヒアリング   ２：２０～２：２５  


 
 


4．  総務省からのヒアリング        ２：２５～２：３０  
 
 
5．  文部科学省からのヒアリング ２：３０～２：３５  
 
 
6．  経済産業省からのヒアリング ２：３５～３：０５  
 
 
７． 国土交通省からのヒアリング ３：０５～３：３５  
 
 
8．  復興庁からのヒアリング   ３：３５～３：５０  
 
 
9．  閉会            ３：５０  








平成２５年度国土交通省
税制改正要望について税制改正要望について


平成２４年１０月２３日平成２４年１０月２３日


国土交通副大臣 伴野 豊


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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○平成２５年度国土交通省税制改正要望（主要項目）


Ⅰ 暮らしの安全 安心の確保関連税制


１．住まいの質の向上と暮らしの安全・安心


①消費税法改正法 三党合意等を踏まえた住宅の取得に係る税制措置及び財政措置を含めた


Ⅰ．暮らしの安全・安心の確保関連税制


①消費税法改正法、三党合意等を踏まえた住宅の取得に係る税制措置及び財政措置を含めた
総合的な対策


②住宅ローン減税の拡充（平成25年、1年間の控除限度額引上げ：2000万円→3000万円等）
③住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長（平成25年度、1年間）③住 用家屋 所有権 保存登記等に係る特例措置 延長（平成 年度、 年間）
④住宅の耐震改修等のリフォームをした場合の特例措置の拡充等（所得税、固定資産税）
⑤中古住宅取得に係る税制（住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税）の適用要件の合
理化


⑥サ ビス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（法人税 不動産取得税等）⑥サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（法人税、不動産取得税等）


２．災害に強い国土・地域づくり
①都市再生安全確保施設（備蓄倉庫）を有する建築物に対する固定資産税等の特例措置の創
設設


②首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道の耐震対策に係る固定資産税の特例措置の創
設


③災害に強い物流効率化施設に係る特例措置の拡充・延長（法人税、固定資産税等）


④雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度 延長④雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長


３．公共交通の安全・安心
①鉄道の安全性向上設備、低床型路面電車（ＬＲＴ）に係る固定資産税の特例措置の延長
②先進安全自動車（ＡＳＶ）に係る自動車重量税 自動車取得税の特例措置のバス の拡充②先進安全自動車（ＡＳＶ）に係る自動車重量税、自動車取得税の特例措置のバスへの拡充


2







○平成２５年度国土交通省税制改正要望（主要項目）


Ⅱ 成長戦略の推進関連税制


１．国際競争力の強化・経済安全保障


Ⅱ．成長戦略の推進関連税制


国際競 強 経済 保障
①トン数標準税制の拡充の具体化（法人税、法人住民税等）
②特定都市再生緊急整備地域等における特例措置（法人税、不動産取得税等）の
延長


③都市鉄道利便増進事業に係る固定資産税等の特例措置の延長
④国際コンテナ戦略港湾等・国際バルク戦略港湾に係る固定資産税等の特例措置
の延長・創設


⑤国際空港 け 到着時 免税品 購 受取制度 創設（関税等）⑤国際空港における到着時の免税品の購入・受取制度の創設（関税等）


２．不動産の流通及び建設投資の促進
①工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置の延長（平成25年度、1年間）、


消費税率引上げを踏まえた負担軽減措置
②土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長
③ リ ト が取得す 不動産 係 特例措置 延長（登録免許税 不動③Ｊリート・ＳＰＣが取得する不動産に係る特例措置の延長（登録免許税、不動
産取得税）


④特例事業者（仮称）が営む不動産特定共同事業において取得する不動産に係る
特例措置の創設（登録免許税 不動産取得税）特例措置の創設（登録免許税、不動産取得税）
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○平成２５年度国土交通省税制改正要望（主要項目）


Ⅲ 持続可能で活力ある国土 地域づくり関連税制Ⅲ．持続可能で活力ある国土・地域づくり関連税制


１．自動車の車体課税の見直し


自動車取得税及び自動車重量税については 簡素化 負担の軽減 グリ ン化等自動車取得税及び自動車重量税については、簡素化、負担の軽減、グリーン化等
の観点から、廃止、抜本的な見直し。自動車税等については、環境損傷負担金的性
格に特化することなく、環境、安全等の見地からメリハリをつける等、抜本的な見
直し直し


２．低炭素社会・循環型システムの構築


①認定集約都市開発事業に係る買換特例等の創設（所得税、法人税等）
②低炭素化等 資す 旅客用新規鉄道車両 係 定資産税 特例措置 延長②低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る固定資産税の特例措置の延長
③環境負荷低減に資する船舶に係る特別償却制度の延長


３．離島地域等の振興
半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長


【参考】消費税対応関係


１．住宅取得に係る総合的な対策、自動車の車体課税の見直し、印紙税に係る負担軽
減（再掲）


２ 公共交通等について 消費税の転嫁対策及び関連する負担軽減方策の検討


※離島における揮発油税のあり方については、改正離島振興法を巡る経緯を踏まえ
引き続き検討


２．公共交通等について、消費税の転嫁対策及び関連する負担軽減方策の検討
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・前回税率引上げ時（H9）と同様、駆込み需要とその反動で大幅な住宅着工の落込み駆込み需要とその反動で大幅な住宅着工の落込みが発生するおそれ


消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策


・需要の平準化と市場の混乱防止のため、平成平成2424年末までに年末までに具体的な負担軽減策を消費者に明示する必要


・減税では負担軽減に限界があるため、住宅取得に係る負担を増やさないための十分な給付措置（予算）が不可欠住宅取得に係る負担を増やさないための十分な給付措置（予算）が不可欠


【モデル】◆ 住宅取得時の税負担◆ 消費税率引上げに伴う住宅着工への影響（H9）


消費税消費税
消費税消費税


200


300


（参考：保有税）固定資産税等 12万円


（万円）


（消費税率（消費税率55％時）％時） （（88％時）％時） （（1010％時）％時）


5050万円万円
upup7575万円万円


【 デ 】
・建物価格：2,500万円
・土地価格：2,000万円
・ローン借入額 ：2,500万円


（うち建物分：1,500万円）


◆ 住宅取得時の税負担


1,485 


1,630 


1,341 1,400 


1,600 


◆ 消費税率引上げに伴う住宅着工への影響（H9）


△△12.012.0％％
（△（△1616万戸）万戸）


＋＋1010％％
（＋（＋1515万戸）万戸）


△△17.717.7％％
（△（△2929万戸）万戸）


（千戸）


消費税消費税


125125万円万円


消費税消費税


200200万円万円
250250万円万円


0


100
不動産取得税 9万円


登録免許税 3万円


印紙税 3.5万円


upup


取得時
税負担合計


152152万円万円 227227万円万円 277277万円万円 他の流通税：計約16万円


1,180 


1,000 


1,200 


H6 H7 H8 H9 H10 H11


平成9年4月1日： （資料）住宅着工統計（国土交通省）


（年度）


１．税制措置
借入限度額 大控除額（年間） 大控除額（通算）


2,000万円 20万円 200万円


＜現行制度の概要（H25入居の場合）＞


①住宅ローン減税の①住宅ローン減税の延長・拡充（延長・拡充（55年間）年間）
（所得税 住民税）（所得税 住民税）


＜拡充後の制度イメージ＞


借入限度額 大控除額（年間） 大控除額（通算）


5,0005,000万円万円 5050万円万円 500500万円万円


平成9年4月1日：
消費税(5%)導入


（資料）住宅着工統計（国土交通省）


年収年収 所得税額所得税額 住民税額住民税額
所得税から所得税から
の控除額の控除額


住民税から住民税から
の控除額の控除額


控除総額控除総額
控除しきれ控除しきれ
ない額ない額


400万円 7 5万円 16 6万円 7 5万円 7 5万円 15 0万円 15 0万円


（所得税、住民税）（所得税、住民税）


②住宅の取得に係る取引課税の②住宅の取得に係る取引課税の非課税化非課税化
（（登録免許税、印紙税、不動産取得税）登録免許税、印紙税、不動産取得税）


◆ 年収に応じた税額／制度拡充後の住宅ローン減税の適用イメージ
（ケース設定：借入額＝3,000万円、年間控除額＝30万円） （控除率は1.0%と仮定）


400万円
500万円
600万円
700万円
800万円
900万円
1 000万円


7.5万円
12.3万円
19.3万円
30.1万円
46.1万円
62.1万円
79 3万円


16.6万円
24.2万円
31.4万円
39.4万円
47.7万円
56.3万円
63 1万円


7.5万円
12.3万円
19.3万円
30.0万円
30.0万円
30.0万円
30 0万円


7.5万円
9.75万円
9.75万円


0
0
0
0


15.0万円
22.05万円
29.05万円
30.0万円
30.0万円
30.0万円
30 0万円


15.0万円
7.95万円
0.95万円


0
0
0
0


２．給付措置及び住民税からの控除拡大


減税措置の拡充では、


中堅所得者は、
ローン減税を拡
充しても負担軽
減効果が不十分不十分
（控除可能額を
使い切れない使い切れない）1,000万円 79.3万円 63.1万円 30.0万円 0 30.0万円 0


中堅所得者以下の負担を軽減できない中堅所得者以下の負担を軽減できない


住宅取得に係る負担を増やさないための十分な給付措置（予算）十分な給付措置（予算）が不可欠で
あるとともに、住民税からの控除額拡大住民税からの控除額拡大（上限要件の緩和）が必要


モデル：夫婦＋子2人（16歳未満）の給与所得者


使い切れない使い切れない）


控除額上限要件(※)により、
住民税からの控除には限界限界 (※)住民税からの控除額上限要件


次のいずれか低い額を控除
(1) 前年分課税所得×5% 
(2) 9.75万円 5







１．消費税率引上げに伴う影響


車体課税の簡素化、負担の軽減、グリーン化等 （自動車重量税・自動車取得税・自動車税等）


１．消費税率引上げに伴う影響


・ 車体課税は、自動車取得時には自動車取得税と消費税が、保有時には自動車重量税と自動車税等が課される等、複雑かつ負担大
【平成24年度税収見込み額】 自動車重量税：7,000億円、自動車取得税：2,000億円、自動車税：1兆6,000億円


・ 前回消費税率引上げ時（平成９年）には、駆込み需要とその反動で、新車販売台数が大幅に落ち込み


自動車の使用平均年数も 平成10年以降 大きく伸長 （乗用車で約３年の伸長） 消費税率引上げにより さらに新車代替が


20%


25%


600
700
800


新車販売台数


税率（普通乗用車）


税率（小型乗用車）


・ 自動車の使用平均年数も、平成10年以降、大きく伸長 （乗用車で約３年の伸長）


物品税（23％）
627.5


586.7


689.6


＋5.7％
（＋39万台）


▲6.5％
（▲41万台）


物品税（18 5％）


（万台）


11


12


13（年）
12.43


▲13.9％
（▲101万台）


消費税率引上げにより、さらに新車代替が
減少するおそれ


【新車販売台数の推移】 【乗用車の平均使用年数の推移】


＋３年


728.8


5%


10%


15%


100
200
300
400
500


経過措置（6%→4.5%）


物品税（18.5％）


8


9


10


11


9.44


＋３年


0%0
S62 H元 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23


・ 新車については 年々 環境 安全性能等が向上


7
S62 H元 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23


税率引上げ（5％）消費税導入（3％）


２．環境、安全性能等の高い新車代替の必要性


消費税導入（3％） 税率引上げ（5％） （出典）日本自動車工業会 （出典）自動車検査登録情報協会


【環境、安全性能の向上】（㎞/ℓ） （★の数） 【新車代替が遅れた場合の悪影響】・ 新車については、年々、環境、安全性能等が向上


・ 新車代替が減少した場合、CO2排出量削減や交通事故
死者数削減といった政策目的の達成に悪影響のおそれ


・ エコカー減税導入以降、エコカー補助金やグリーン化特
例と相まって、新車平均燃費が大幅に向上 約3 700人約180万ｔ4


4.5


5


5.5


6


14


15


16


17


18
【環境、安全性能の向上】（㎞/ℓ） （★の数） 【新車代替が遅れた場合の悪影響】


年平均
約3％向上 年平均


約11,700人約15,400人約730万ｔ約910万ｔ削
減
効
果


交
通
事
故
死
者
数


削
減
効
果


CO2


３ 税制改正要望の内容


例と相まって、新車平均燃費が大幅に向上


自動車購入時の税負担の軽減により環境、安全性能
等の高い新車代替を促すとともに、車両の技術革新
を加速させるため、税制によるインセンティブも必要


約3,700人
増加


約180万ｔ
増加


3


3.5


4


12


13


14


H12 H14 H16 H18 H20 H22


新車平均燃費


衝突安全性能総合評価


※平成９年の消費税率引上げ時の新車販売台数
の減少台数、税率等を基に、新車代替が約100
万台減少した場合の影響を試算


約6％向上
交通事故死者数
約76,400人


CO2排出量
約8,900万ｔ


３．税制改正要望の内容


○ 自動車取得税及び自動車重量税については、消費税法改正法、三党合意等に沿って、簡素化、負担の
軽減、グリーン化等の観点から、廃止、抜本的な見直し


○ 自動車税等については、上記観点に加え、環境、安全等の見地からメリハリをつける等、抜本的な見直し


万台減少した場合の影響を試算


※CO2排出量
平成32年度のCO2排出量と、乗用車部門の燃費規制、
税制等によるCO2削減効果を推計（平成22年度比。国
交省試算）。


※交通事故死者数
平成11年以降の車両安全対策による平成22年までの
10年間の交通事故死者数の削減効果を推計（国交省
試算）。 6







１．税制改正要望の内容


工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置の延長及び消費税率引上げを
踏まえた負担軽減措置


現行制度の税率


○ 工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税につい
て、現行の特例措置（軽減割合１０～２５％）を平成２５年度まで
１年間延長する。


契約金額 印紙税


本則税率 軽減後の税率


１千万円以下 200円～1万円 －


１千万円～５千万円 2万円 1.5万円（25％減）


５千万円～１億円 6万円 4.5万円（25％減）１年間延長する。


○ また、平成２６年度以降について、消費税率の引上げを踏まえ
た負担の軽減措置を講じる。


５千万円 １億円 6万円 4.5万円（25％減）


１億円～５億円 10万円 8万円 （20％減）


５億円～１０億円 20万円 18万円 （10％減）


１０億円～５０億円 40万円 36万円 （10％減）


５０億円超 60万円 54万円 （10％減）


※平成９年（消費税率引上げ時）に特例措置が創設されて以来 ２年毎に


○ 平成２４年８月に成立した社会保障・税一体改革関連法において、「印紙税


については、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約


２．施策の背景


※平成９年（消費税率引上げ時）に特例措置が創設されて以来、２年毎に
特例措置の延長を継続（計７回）


※現行の適用期間は、平成２３年度から２４年度までの２年間
（参考：他文書の最高税率）
手形・金銭等受取書：20万円、合併契約書・定款等：4万円、株券等：2万円


多段階にわたる重複的な課税
書について負担の軽減を検討する。」と規定。


○他文書と比べて高率、高額な印紙税が課税されているほか、重層下請構
造の中で多段階にわたり重複課税、不動産流通段階でも課税される。


○建設業の小規模事業者（資本金１～５千万円）の売上げに占める利益率は
消費税・印紙税が課税


多段階にわたる重複的な課税


１工事当たりの契約総数：159件
～モデル的な建築工事（15億円）～


○建設業の小規模事業者（資本金１ ５千万円）の売上げに占める利益率は
１％程度であり、下位の下請企業ほど利益に対する印紙税の負担割合が
大きい。


発注者


元請


消費税が課税→


エンドユーザー


← 印紙税が課税（変更契約含め2件）


←56件の下請契約に印紙税が課税


消費税が課税→


二次下請二次下請


一次下請


２次、３次下請にとって
営業利益額の約１０％
程度の印紙税額を負担


３．軽減措置の必要性


既に担税力を失った建設企業等に重課
している印紙税について 手厚い軽減措


二次下請


一次下請一次下請


消費税が課税→
←79件の下請契約に印紙税が課税


程度の印紙税額を負担


※営業利益率については、法人企業統計より建設業の営業利


益率を資本金規模別に算出し、資本金10億円以上（3.2%）


及び資本金1～5千万円（1.0%）の営業利益率と仮定


※上記推計により算出した営業利益額と右モデルで実際に契


約段階毎にかかった印紙税額を比較し割合を算出


している印紙税について、手厚い軽減措
置が必要。


一次下請一次下請三次下請


※実際の建築工事（15億円規模）での課税状況を業界団体が調査したもの


消費税が課税→ ←22件の下請契約に印紙税が課税
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首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施設
に係る特例措置の創設（固定資産税）


○阪神淡路大震災 は駅や高架橋などが大きく破壊し倒壊する被害が発生したため 同大震


背景
阪神・淡路大震災時の高架橋の被害


○阪神淡路大震災では駅や高架橋などが大きく破壊し倒壊する被害が発生したため、同大震


災以降、柱に鋼板を巻く等の耐震補強を、全国の主要ターミナル駅等において優先的に進


めてきたところ。
対象


駅 1日あたり乗降客１万人以上かつ複数路線との接続駅


○現行対策の着実な推進に加え、今般、その切迫性や被害の影響度などの観点から、首都直


下地震・南海トラフ地震に備える防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。


駅 1日あたり乗降客１万人以上かつ複数路線との接続駅


路線 仙台地区、東京圏、東海圏、近畿・山陽圏のピーク時１時間あたり１０本以上の線区


高架橋等が大きく破壊し倒壊する被害が発生


新規対策として、より多くの鉄道利用者の安全の確保の観点に加え、一時避難場所や緊急
輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し、首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上
が想定される地域等における利用者の多い駅や路線の耐震対策を強化


税制改正要望の概要
東日本大震災発生後の高架橋の被害


が想定される地域等における利用者の多い駅や路線の耐震対策を強化


対象


駅 1日あたり乗降客１万人以上


路線(高架橋、橋りょう等) 1日平均断面輸送量が片道概ね1万人以上 （注）


（注）緊急輸送道路等に影響を及ぼす箇所は断面輸送量に関わらず対象
※早期復旧等の観点から優先的に取り組むものとして各事業者が策定する実施計画（５カ年
計画）に位置づけられ、国の補助を受けて取得する鉄道施設を対象


◆要望内容 固定資産税：課税標準５年間 ２／３ に軽減


適用期限：平成２７年３月３１日まで２年間 主要な鉄道駅の耐震補強（イメージ図）


鋼板を巻く耐震補強により倒壊の被害なし


施策の効果


○首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上の揺れが想定される地域等において安全が確
保される鉄道利用者の割合（安全確保率）を向上させる。


道 確
地域内の利用者数


鉄道利用者の安全確保率


現在(平成２３年度末) 新規対策完了時
駅の乗降客（１日あたり） 約1億人 ８４％ ９６％以上


列車乗客（片道輸送量） 約1億人キロ ９1％ ９９％以上


鉄骨ブレース
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１．都市の国際競争力


都市再生緊急整備地域等に係る課税の特例措置の延長
（所得税、法人税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税）


・ 国際的な都市間競争の激化による
我が国の大都市の地位の低下。


・日本は 外資系企業のアジア地域


１．都市の国際競争力
日本
75


シンガポール
307


307


台湾
90


韓国
88


オースト
ラリア
66


その他
116


アジア地域
統括拠点数


（2010年調査）
【出典】経済産業省


東京
10％


香港


シンガ
ポール
23％


その他
3％


アジア地域の
ビジネス中心都市
（2011年調査）


【出典】国土交通省


査 象 各都市 主 ビ


【現在】


香港
14％


シンガ
ポール
16％


その他
7％


東京
4％


【5~10年後】


査 象 本 進・日本は、外資系企業のアジア地域
統括拠点数で、他のアジア諸国に
大きく引き離されている。


２ 国の経済の牽引役となっている都市再生の必要性


中国
300


香港
251


90香港
33％


上海
31％


調査対象は各都市の主要ビル
に入居する企業の社員


上海
59％


調査対象は日本に進出
している外資系企業


２．国の経済の牽引役となっている都市再生の必要性


・ 経済波及効果が大きい民間都市開発プロジェクトへの税制支援の継続が必要不可欠


2020年までに最大8～11兆円の民間建設投資（日本再生戦略）→ 約21～29兆円の経済波及効果


都市再生緊急整備地域等の指定状況３．税制改正要望


国全体の成長を牽引し、魅力が高く世界に発信可能な都市拠点の形成


札幌駅・大通駅周辺地域


名古屋駅周辺・伏見・栄地域


都市再生緊急整備地域（63地域)


うち 特定都市再生緊急整備地域（11地域）①認定事業者（*）が土地取得
②認定事業者（*）が認定建築物を建設


（*）国土交通大臣の認
定を受けて、都市開発
事業を行う民間事業者


川崎殿町・大師河原地域


東京都心・臨海地域
新宿駅周辺地域
渋谷駅周辺地域


札幌駅・大通駅周辺地域


・大阪駅周辺・中之島
・御堂筋周辺地域
・大阪コスモスクエア
駅周辺地域


事業を行う民間事業者


・所得税、法人税
割増償却（5年間50%）


・不動産取得税
課税標準控除（1/5控除）


・登録免許税
軽減税率（3/1000<本則4/1000>）


（2/1000<本則4/1000>）


渋谷駅周辺地域
品川駅・田町駅周辺地域


横浜都心・臨海地域


福岡都心地域


（注） 下線は特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置


・固定資産税、都市計画税
課税標準控除（5年間2/5控除）


（5年間1/2控除）


・不動産取得税
課税標準控除（1/5控除）


（1/2控除）


課税標準控除（1/5控除）
（1/2控除）
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港湾の国際競争力の強化


国際バルク戦略港湾に係る特例措置の創設


○我が国は、資源・エネルギー等のほぼ100％を輸入に依存。これら物資の安定的かつ安価な輸入の実現は喫緊の課題。
○世界的にバルク（※）船の大型化が進展。近隣諸国ではこれに対応した港湾整備が進行。我が国では大型船に対応で
きる港湾は限定的


※バルク・・・穀物、鉄鉱石、石炭など包装されずにそのまま船積みされる貨物


国際 ルク戦略港湾 係る特例措置 創設


１．背景・目的


きる港湾は限定的。
●大型船を活用した安価な輸入の実現のためには、拠点となる港湾の整備と企業間連携によるネットワーク形成が必要。


資源等の輸送ネットワークの拠点となる埠頭において 当該埠頭を運営する民間事業者が取得した荷さばき施設等


２．要望の概要


資源等の輸送ネットワ クの拠点となる埠頭において、当該埠頭を運営する民間事業者が取得した荷さばき施設等
に係る特例措置を創設し、当該埠頭の高規格化（荷さばき施設の整備等）の促進を図る。 （固定資産税・都市計画税）


拠点を集約した海上輸送ネットワーク（イメージ） 拠点港湾の整備と企業間連携による大型船活用の効果


○豪州→日本に石炭を輸送する場合
穀物（５港）


約18ドル／トン


※課税標準：10年間1/2


ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ船(7.4万㌧級、満載)で輸送する場合


穀物（５港）


鉄鉱石（３港）


石炭（３港）


約


約３割の


海上輸送コスト


ｹｰﾌﾟｻｲｽﾞ船(15万㌧級、満載)で輸送する場合
約12ドル／トン


海上輸送コスト減海上輸送コスト 約3割の


海上輸送コスト減


国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾の（特例）港湾運営会社が国の無利子貸付又は補助を受けて
取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置について、適用期限を２年延長する。（固定資産税・都市計画税）


① 国際戦略港湾（京浜港 阪神港） ※課税標準：10年間1/2等


港湾運営会社税制の延長（国際コンテナ戦略港湾政策関係）


① 国際戦略港湾（京浜港、阪神港）


② 一定の要件を満たす国際拠点港湾（苫小牧港、仙台塩釜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、広島港、関門港、博多港）


国際戦略港湾等における港湾運営の民営化や荷さばき施設等の整備を促進し、
我が国港湾の国際競争力の強化を実現


※課税標準 年間 等
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土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長（登録免許税）


特例
要望概要


土地取引の活性化や土地の有効


活用の観点から講じられている


軽減税率を２年間延長する。


本則
特例


平成１５～２２年度 平成２３年度 平成２４年度


所有権移転登記 ２％ １％ １．３％ １．５％


信託登記 ０．４％ ０．２％ ０．２５％ ０．３％信託 記


税率特例（2.0→1.5％）の大きな経済効果不動産市場の状況は悪化傾向


土地取引件数は 全国的な下落が継 建設投資・土地取引件数は、全国的な下落が継
続。下げ止まりの兆しは見られない。


・平成２０年秋のリーマンショックを契
機として大きく下落し、依然として低水


税率の特例は
取引コストを
低下させる


建設投資
（ビル・住宅等）


の増加
約2500億円


（※２）


土地取引件数
約2万件の増加


（※１）


経済波及効果
約5000億円


（※３）


（万件）


機
準が継続。


土地取引件数の推移


資産デ レから 脱却を実現


（※ ）


（※１）：都道府県パネルデータによる推計
（※２）：土地保有移動調査（平成22年取引分）によ
る土地利用の状況をもとに試算
（※３）：産業連関表（平成17年度）における生産波
及効果に基づき試算
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海運関連税制について


１．船舶の特別償却制度の２年間延長


・ 地球温暖化対策の推進に関する社会的要請への対応が必要


外航海運の厳しい国際競争を勝ち抜くために 我が国商船隊を競争力ある形で安定的に維持 整備することが必要


（１）施策の背景


船舶の特別償却制度の 年間延長


・ 外航海運の厳しい国際競争を勝ち抜くために、我が国商船隊を競争力ある形で安定的に維持・整備することが必要


・ 国内物流のモーダルシフトの受け皿である内航海運について、競争力ある輸送サービスを確保することが必要


（２）税制改正要望の内容 （３）効果


・ 特別償却制度の２年間の延長を要望


（ ）税制改 要 内容


（外航船舶については、CO2排出量に


ついて改正海洋汚染防止法で定める


・ 初年度のキャッシュフロー増により、高額な船舶の
建造のための自己資金確保が可能


・ 代替建造の促進により


（外航）H26年度までにH16年度比で10％削減
（内航）H26年度までにH16年度比で16％削減


ついて改正海洋汚染防止法で定める
排出基準を一定の率上回るよう要件を
強化）


－ＣＯ２排出抑制対策への貢献


－我が国造船業・舶用工業への生産波及効果


２．対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例措置
（トン数標準税制）の拡充の具体化


我が国造船業 舶用工業 の生産波及効果


・ 平成25 年度税制改正において、日本船舶増加のインセンティブにも
十分配意しつつ、適用対象を我が国外航海運業者の海外子会社が


（１）平成24年度税制改正大綱 （２）効果


・ 経済安全保障の観点
から 安定輸送体制


所有する一定の要件を満たした外国船舶（準日本船舶）に拡充。
（注）上記の改正は、平成25 年４月１日以後に開始する事業年度について適用。


船舶特償（オーナー支援）とトン数標準税制（オペレーター支援）は、車の両輪として海運業界に不可欠


から、安定輸送体制
の早期確立等
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平成 25 年度 外務省税制改正要望事項 


制度名：国際協力を使途とする資金を調達するための税制度の新設 


 


税 目：国際連帯税 


 


要望の内容： 


飢餓や感染症など地球規模課題への対処を始めとするミレニアム開発目標（MDGs）


の達成等，世界の開発需要に対応するためには，伝統的ODAのみでは資金量が十分で


はないとの認識から，革新的資金調達に対する関心が高まっている。こうした革新的


な資金調達のための税制度として，既に航空券連帯税が一部の国で実施されているほ


か，金融取引税による対応，通貨取引開発税等も検討されている。また，我が国にお


いては，8月10日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改


革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」の第7条第7項において国際連


帯税についても検討を行うこととなっている。右を踏まえて，以下のとおり要望する。 


①MDGs 達成等，世界の開発需要に対応するため，納税者の理解と協力を得つつ，国


際連帯税についての検討を進めた上，必要な税制上の措置を講ずる。 


②その税収の使途として，世界の開発需要への対応を明確に位置づける。 


③課税方法として，我が国としてどのような方式のものを導入することが適当かにつ


いては，今後国内外の動向を踏まえつつ検討する。 


 


政策目的： 


本件は，我が国において開発資金のための国際連帯税を導入し，MDGs 等，国際的


に合意された開発目標の達成に貢献するために，世界の開発需要に対応し得る幅広い


開発資金を調達するもの。 


 


施策の必要性： 


①MDGs が設定されてから 10 年以上が経過し，2010 年の MDGs 国連首脳会合で達成に


向けたコミットメントも強化されたところである。しかし，国連の MDGs レポート


2012 によれば，極度の貧困の削減，安全な飲料水へのアクセス，スラム人口の生


活改善に関する目標は達成され，その他の指標にも改善が見られる一方，開発から


取り残された脆弱層は引き続き存在し，ジェンダー間の不平等や各国・地域間格差


や国内格差も存在する。さらに，経済危機による伝統的ドナーの資金動員力の減退


も明らかであり，今後の進捗は目標８で掲げられたグローバル・パートナーシップ


がどれだけ強固なものとなるかにかかっている旨指摘されている。 


②日本政府としても，MDGs 達成に向けた国際社会の取組を主導してきており，進捗


が遅れている部分に懸念を有している。また，東日本大震災に際し世界から差し伸


べられた温かい支援に対し，国際貢献として引き続き恩返ししていく。 


③MDGs 達成期限である 2015 年以降も貧困削減などの課題は引き続き重要であり，中


長期的に幅広い開発資金を追加的に確保する必要がある。 


（了） 
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平成２５年度


 
文部科学省税制改正要望事項


 
（総論）


■少子高齢化、グローバル化等の進展の下、資源のない我が


 国の国力の維持・発展のため、人材育成、科学技術イノベー


 ション創出、スポーツ・文化などソフトパワー増大が不可欠


■教育、文化、スポーツ、科学技術に係る“未来への先行投


 資”として、国をあげて支援すべき事項を税制面から具体化


税制改正要望に関する基本的な方針
平成２５年度文部科学省税制改正要望事項


平成２４年９月７日


２．未来に希望をつなぐ 教育資金を通じた世代間資産移転
促進・教育費負担軽減


３.我が国の「質的成長」を支える教育、文化、スポーツの振興


１.「共創の国」実現に向けた国民的寄附ムーブメントの推進


拡 充
（１）試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（経済産業省等と


の共同要望） 【法人税等】


新 設
（１）独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の措置等


【法人税等】


新 設
（１）教育投資のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の


創設（金融庁、経済産業省との共同要望） 【贈与税】


拡 充
（期限切れ）


（３）公益社団・財団法人が所有・取得する能楽堂に係る固定資産税
等の軽減措置の拡充 【固定資産税、不動産取得税等】


新設・拡充（２）消費税増税に伴う教育費負担の軽減 【関連する税目】


４．持続的な成長を実現し、世界をリードする科学技術
イノベーションの創出


５.その他


新 設（１）国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の導入等 【所得税】


新 設
・国立霞ヶ丘競技場の整備事業への寄附に係る税制措置（再掲）


【所得税等】
※


拡 充（２）学校法人への個人寄附に係る税額控除の要件の見直し 【所得税】 ※


新 設（３）寄附金控除の年末調整対象化 【所得税】 ※


その他（５）ゴルフ場利用税の廃止 【ゴルフ場利用税】


新 設
（４）国立霞ヶ丘競技場の整備事業への寄附に係る税制措置


【所得税等】
※


新 設
（２）一般社団・財団法人に移行した都道府県私立学校退職金団体の


退職金事業に係る利子等の非課税措置 【所得税等】
※


新 設
（１）子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置


（内閣府、厚生労働省との共同要望） 【法人税、固定資産税等】
※


※H24税制改正要望事項


新 設
（２）国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置（内閣府との共


同要望） 【法人税等】


新 設
・国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置（内閣府と共同
要望）(再掲） 【法人税等】
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【要望の背景】


■民主党政権による学校法人、認定NPO法人等への寄附金税額控除制度導入は、


“新しい公共”の推進に大きく貢献


■この税額控除導入をきっかけに、寄附活動が活性化


 


（文科省では、『税額控除制度を


活用した私立学校への寄附促進アクションプラン』を策定（H24.1）、学校法人の寄附活動


活性化（例：寄附件数の増加（42%）、寄附金額の増加（32%））


【要望の背景】


 


■学校法人への税額控除について、大学法人を中心に普及が進んでいるが、


寄附実績要件（３千円以上の寄附者が年平均100人以上、又は、寄附金収入額が経常収入金額20%以上）が


ネックとなり、税額控除を活用できていない


法人多数


※このほか、寄附税制に関し、「寄附金控除の年末調整対象化」も要望


１．寄附文化の更なる推進（各論）


【要望1-1】


 


個人寄附に係る税額控除の対象拡大（国立大学法人等、国立霞ヶ丘競技場整備事業、国立研究開発行政法人）


国立霞ヶ丘競技場


iPS細胞研究（京都大学）


はやぶさ（JAXA)


大学（673法人） 幼～高（7,278法人）


税額控除活用法人数 ２４３法人（３６％） ８０法人（１％）


税額控除未活用法人数 ４３０法人（６４％） ７，１９８法人（９９％）


【効果】


●日本に根付いていないと言われる「寄附文化」の推進


●「寄附」に対する発想の転換（単なる資金面の下支え


 


→


 


応援したい政策への投資）


●納税者側の政策参画意識の向上


特に幼稚園～


 
高校は要件を


 
満たすことが


 
困難な実状


【要望1-２】


 


学校法人への個人寄附に係る税額控除の要件の見直し


2


0 2000 4000 6000 8000 10000


日本


米国


日本の大学と米国の大学の寄附金収入


注：日本：国立大学法人への寄附（2010年度）
米国：州立大学等への寄附（2011年度）


 


（1＄=78.92円換算）


840億円


9,616億円


出典


 


日本：文部科学省集計
米国：Council for Aid to Education(February


 


15,2012)







２．教育費に関する税制優遇（各論）


【要望の背景】


■日本の教育費は、私費負担割合が大きい


・家計に占める教育費負担も高い
・親世代の子育ての辛さは「将来の教育費への不安」が最大


■幼稚園から大学まで全て私学に進学し、更に留学した場合、


約2,000万円の教育費が必要


■個人金融資産の約６割が高齢者に偏重


■孫のための支援をしたいと思う祖父母は多いが、


現行制度上、一括贈与は課税
50歳以上の62.5%（※）が、将来の教育資金として孫に「まとめて贈与」を希望


※うち15%:「贈与税課税されてもあげたい」、85%:「課税されなければしてあげたい」


【要望の背景】


■教育費の家計負担は、消費税増税で更に増える見込み


（消費税創設時は特定扶養控除創設・授業料等に係る消費税非課税で対応）


●眠れる金融資産を成長マネーとして有


 
効活用・経済活性化


●


 


子育て不安の解消


●


 


我が国将来を担う優れた人材の育成


『日本再生戦略』（H24.7.31閣議決定）


 


（抄）
［金融戦略］


 


（重点施策：国民金融資産の形成支援を通じた成長マネー
の供給拡大）
我が国家計が保有する金融資産の教育資金としての活用（中略）の


観点から、高齢世代から若年世代への資産移転等を促す方策について
検討


【効果】


【要望２－２】消費税増税に伴う教育費負担の軽減


【要望２－１】教育投資のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設（孫等への教育費一括贈与の非課税化）
（金融庁、経済産業省との共同要望）
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注２）教育費負担：幼稚園は私立の学習費総額、小・中・高は公立の学習費総額（学校外活動費含む）、大学は私立大学・昼間部の場合の学費を使用。
注３）可処分所得：2人以上の勤労者世帯。世帯主の年階級別1世帯当たり1ヶ月間の可処分所得を年換算。55歳の数値は55～59歳の平均を使用。
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（出典）文部科学省「平成22年度子どもの学習費調査」（2012年）、独立行政法人日本学生支援機構「平成22年度学生生活調査報告」（2012年）、
総務省統計局「平成22年度家計調査年報」（2011年）


平均可処分所得 第２子負担 第１子負担平均可処分所得 第２子負担 第１子負担平均可処分所得 第２子負担 第１子負担


注１）グラフ注の赤字は教育費の負担割合を示す。
注２）教育費負担：幼稚園は私立の学習費総額、小・中・高は公立の学習費総額（学校外活動費含む）、大学は私立大学・昼間部の場合の学費を使用。
注３）可処分所得：2人以上の勤労者世帯。世帯主の年階級別1世帯当たり1ヶ月間の可処分所得を年換算。55歳の数値は55～59歳の平均を使用。


大学生が２人いる
家庭では、可処分
所得の半分近く（約


44％）が教育費


【効
果


】


高等教育支出の公私費負担割合（％）（2009年）


国 名 公 財 政 支 出 私 費 負 担


日 本 35.3 64.7
OECD 平 均 70.0 30.0


出典：OECDインディケータ（２０１２）に基づき作成







国民が過去１年間に行った運動・スポーツ
（平成21年9月内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」）
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％ 48.2


過去1年間に国民の


 
10.7%がゴルフを行っ


 
ている(H21)


３．教育、文化、スポーツの振興


 
（各論）


【要望の背景】


■公益法人改革に伴い、各都道府県にある私立学校退職金団体４７のうち１４団体が、一般社団・財団法人へ移行済み・予定。
■一般社団・財団法人への移行により、退職資金交付事業に対し、利子等が課税されることになり、保護者の負担増、私学教育


 
の質の低下につながるおそれ。


効果効果⇒⇒


 


●私立学校教育の質の維持・向上●私立学校教育の質の維持・向上


【要望の背景】


■“能楽”は、「重要無形文化財」であるとともに、「ユネスコ無形文化遺産」でもある
我が国を代表する伝統芸能。


■この“能楽”を保存・継承していくためには公開が不可欠であり、その専用施設
である


 


“能楽堂”はその基盤となるもの。
■これまで、特例措置が講じられているところ、今年度末で期限切れ。
効果効果⇒⇒


 


●伝統芸能の着実な保存・継承●伝統芸能の着実な保存・継承


【要望の背景】
■ゴルフは、国民スポーツとして広く親しまれている。
■ゴルフは、2016年リオデジャネイロオリンピックより競技種目となる。
■スポーツのうちゴルフのみが課税されていることの解消。
消費税との二重課税解消。
効果効果⇒⇒


 


●スポーツ●スポーツ振興による健康維持・増進振興による健康維持・増進


※


 


このほか、内閣府、厚生労働省と共同で、「子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置」も要望


【要望３－１】一般社団・財団法人に移行した都道府県私立学校退職金団体の退職金事業に係る利子等の
非課税措置


【要望３－２】公益社団・財団法人が所有・取得する能楽堂に係る固定資産税等の軽減措置の拡充


【要望３－３】ゴルフ場利用税の廃止


4







４．世界をリードする科学技術イノベーションの創出


 
（各論）


【要望の背景】


■我が国の研究開発投資総額の約７割を民間企業が担っており、イノベーションの


中核的な機能を果たしている。


■


 


『日本再生戦略


 


（H24.7.31閣議決定）』では、「2020年度までに、官民合わせた研究


開発投資をGDP比の４％以上に」を目標。


■主要先進諸国の中で、民間の対ＧＤＰ研究開発投資比率は、2009年に韓国に抜


かれ、第２位となっている。


効果⇒効果⇒


 


●民間企業の創意工夫ある自主的な研究開発●民間企業の創意工夫ある自主的な研究開発の促進の促進


●●イノベーションの加速を通じた我が国の成長力・国際競争力の維持・強化イノベーションの加速を通じた我が国の成長力・国際競争力の維持・強化


【要望の背景】


■国立研究開発行政法人については、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本
方針」（H24.1.20閣議決定）において、世界の第一線と戦う研究開発の特性に応じた、
適切な制度・運用となるよう対応を行う旨明記。


■民主党・行政改革調査会長からの要望書（H24.4.25）においても、「国立研究開発行政


法人に対する民間企業等の寄附は全額損金算入とするなど、イノベーション創出促進


の観点からの見直しを行う。」と明記。


効果⇒効果⇒


 


●国立研究開発行政法人の自己収入の増大、民間企業等の公的研究への●国立研究開発行政法人の自己収入の増大、民間企業等の公的研究への
参画等を促し、イノベーション創出を促進参画等を促し、イノベーション創出を促進


はやぶさ（JAXA）


【要望４－１】試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（平成21～23年度まで30%であった控除上限の再引上げ）


（経済産業省等と共同要望）


【要望４－２】国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置（法人寄附の全額損金算入化、個人寄附の
税額控除選択制導入）（内閣府と共同要望）
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出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 2011/02」
注．日本の2010年度の比率：総務省科学技術研究調査報告、国民経済計算より算出
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